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要　旨

財政難や少子高齢化など，多くの困難を抱える過疎地域

において，健全で持続可能な自治体運営を行っていくた

めには，財政のみならず地域の経済について把握しなが

らの意思決定が必要になる．本論文では，一般均衡モデ

ルを用いて，兼業農家 (林家)家計を家計・企業複合体とし

て定式化し，主に消費面に着目した過疎地域における社

会経済モデルを提案する．そこでは，地域内に存在する

経済主体のやりとりを表す社会経済会計表と家計の持つ

時間配分を表す時間会計表を提案している．さらに，貸

借対照表も包含する財政シミュレーションと，社会経済

モデルを連動させることで，地方自治体の政策による地

域経済や住民生活の変動を考察する．
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1 序論

わが国の地方自治体は，ここ数年極めて厳しい財務状況に直面している．平成15年度末

における地方債現在高は138兆9477億円で，前年度末と比べて3.0％増となっている．地

方債現在高は，昭和 50年度末では歳入総額の0.44倍，一般財源総額の 0.88倍であったが，

地方税収等の落込みや減税に伴う減収の補てん，経済対策に伴う公共投資の追加等により

地方債が急増したことに伴い，平成4年度末以降急増し，さらに，平成 13年度からの臨時

財政対策債の発行により15年度末には歳入総額の1.46倍，一般財源総額の2.63倍となっ

ている1)．さらに，人口減少時代に突入し始めた現在，歳入も年々減少の一途をたどって

いる．

さらに近年，国と地方の税財政改革（三位一体改革）の議論が活発に行われている．こ

うした財政制度改革は，地方が独自の政策を行うことを可能にする地方分権の根幹である

が，その流れを受けて地方自治体では，自己決定領域の拡大をする動きや中央，地方政府

自体の自己認識の変革を求める動きがでてきた．2)この改革の流れを受けて，地方の歳入

の主な収入源となっていた地方交付税の交付額は確実に目減りしていくと思われる．その

ような背景の中，地方が財政自立を達成するためには，財政運営への自己責任の強化が不

可欠である．とりわけ地方部の自治体においては，歳入の大部分を地方交付税に依存する

体質があり，財政の逼迫が進んでおり，徹底した財政管理が求められている．

地方部の地方自治体が抱える問題は，財政難だけではない．過疎問題も深刻さを極めて

いる．過疎地域における特徴が，１）引き続く人口減少と高齢化，２）地域産業経済の停

滞，３）農村漁村の荒廃，４）社会資本整備に残る都市地域との格差，と挙げられるよう

に，過疎地域の地方自治体では，若者が流出するとともに高齢化が進んでいる．また，地

域の主産業だった農林漁業の停滞や，商店や事業所などの閉鎖といった産業経済の停滞傾

向が見られる．また，生活に必要な下水道や情報通信施設などの住民の生活基盤もまだ都

市地域に比べ格差を残しているものが多い．

しかしながら，過疎地域は，人口減少や高齢社会の進むわが国において，先進モデル地

域となりうる．過疎地域における将来像を明確化することが，わが国の将来においても重

要であることは言うまでもない．

「平成の大合併」と称される一連の大規模な市町村合併や地方分権化の推進の中，自治

体の権限や行政能力は増大していると考えられ，地域活性化や雇用創出に向け地方自治体

の役割はますます高まっていると言える．このような状況を踏まえると，地域経済の将来

予測や政策効果を把握するための市町村レベルの経済・政策分析の必要性が大きいことが

言えるだろう．そのためには，地域経済の実態を量や構造などの面からできるだけ正確に

把握しておくことが重要である．

その場合，地方自治体の財政管理のみでなく，地域における経済主体の行動を把握でき
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る社会会計表は地域経済の姿を体系的に捉えることができる強力な分析ツールの１つであ

るといえる．しかしながら，社会会計表は都道府県や政令指定都市を除いて作成・公表し

ている自治体はほとんどなく，あるとしても研究レベルでの作成にとどまっている．実際

には中小規模の自治体こそ，さまざまな地域間格差や地域経済の衰退に大きな打撃を受け

ている地域であり，市町村レベルの社会会計表による定量的な地域分析が特に重要である

と考えられる．一般的に地域における社会会計表の作成には膨大な統計資料の吟味や加工，

さらには事業所調査が必須であり，多大な時間と労力が必要である．しかし社会会計表の

作成は，その過程で，地域の特徴や地域固有の問題を浮き彫りにしてくれるため，作成し

た表の活用のみならずさまざまな副次的成果を得ることができ，大変有益であると評価で

きる．さらに，過疎地域における住民生活の豊かさをはかる上で，家計の持つ時間を労働

時間・通勤時間・余暇時間等へどのように配分するかが，重大な指標になると考え，時間

会計表を提案する．

そこで本研究では，財政シミュレーションとの整合性を持った社会経済モデルを構築す

る．まず，財政シミュレーションにより，地域の財政の持続性を検証した上で，社会経済

モデルを適用し，社会経済会計表を得る．これにより，対象地域内における地方自治体を

含むすべての経済主体の行動を把握し，与えられた政策が各経済主体に与える影響分析を

することを可能にする．最後に，家計が持つ時間の配分を示した時間会計表を作成し，過

疎地域における住民の生活実態を捉え，政策が住民の生活に及ぼす変化を考察する．これ

により，町の財政のみならず，地域全体での持続可能性を検討することを可能とする．

本論文は本章を含めて５章で構成されている．各章の概要は以下の通りである．

１章では，以降の議論に先立ち，本論文を著すに至った背景，問題意識と目的について，

その概要を述べた．さらに，２章以降で用いる基本的な考え方を述べる．まず既往研究の

概要を記すことにより，本論文の立場を明確にする．さらに，本論文で提案する山間過疎

地域におけるモデル体系の概観と各章の構成を明示する．

２章では，財政統計を用いて鳥取県日南町の３０年間の財政シミュレーションを行った．

まず現況の財政分析を財務諸表を用いて行っている．さらに，現行の地方自治体を対象と

した財政シミュレーションの課題を提示することで本章で示す財政シミュレーションの特

徴を述べる．さらに，人口統計を用いて各歳コーホートの人口シミュレーションも行って

いる．その上で，歳入歳出決算書と貸借対照表のシミュレーションを合わせて本章におけ

る財政シミュレーションとする．そして，財政シミュレーション結果を分析することで鳥

取県日南町における３０年間の財政持続性を検討する．

３章では，想定する過疎地域に対象として，応用一般均衡理論に基づく経済社会計算表

を求めるためのモデルを提案している．ここではまず，過疎地域において特徴的な農家家

計と林家家計を，消費的側面の家計と生産的側面の企業を併せ持つ家計・企業複合体とし

て説明した．さらに，域内における経済活動の規模を，生産，支出，分配の三つの面から
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把握するとき，それらは等しくなるという三面等価の原則に従った，社会経済会計モデル

を提案した．農家家計，林家家計，域内就労家計，域外通勤勤労家計，老人家計の５種類

の家計を想定して家計消費の側面に着目したモデルを家計の行動モデルとして定式化した．

また，地方政府，６種類の産業を想定しその各々について行動をモデル化した．

４章では，過疎地域を対象とした社会経済モデルを，鳥取県日南町を対象に，各種統計，

推計値を用いて数値計算し，実証分析を行った．本論文で提案する過疎地域における一般

均衡モデルは，他のモデルにはないいくつかの特長として，消費面に着目した市町村レベ

ルの社会会計表を作成している．また賦存時間の配分を示した時間会計表も特長的で，そ

れらを特筆している．また，実証分析に当たって用いた各種資料の整理と，本研究におい

て行った推計結果を示している．最後に，数値計算結果を示した上で分析結果を考察し，

提示したモデルの実用性を検証している．

最後に５章では，本論文による知見とその成果をまとめ，本論文に残された課題を述べ，

本論文を結ぶ．
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2 過疎地域の自治体における財政シミュレーション

2.1 緒言

本章では，各種財政統計を用いて鳥取県日南町の３０年間の財政シミュレーションを行

う．まず２．２節では過疎地域の自治体の財政シミュレーションの特長について述べ，本

章で構築する財政シミュレーションの目指すべき方向性について示唆する．さらに，２．

３節では既往の財政シミュレーションについてその動向と課題点を抽出し，本研究の位置

づけを明確にし，特長を述べる．さらに，２．４節では，過疎地域の自治体を対象とした

財政シミュレーションの手法を述べる．本章における財政シミュレーションとは，人口シ

ミュレーション・歳入歳出決算書，貸借対照表のシミュレーションで構成されている．そ

れぞれについての推計手法と，シナリオの設定方法を提示する．さらに２．５節では適用

事例として鳥取県日南町を対象に，現況について分析した上で，財政シミュレーション結

果を分析し将来にわたる３０年間の財政持続性を検討する．最後に２．６節で本章をまと

めるとともに，課題を述べ，３章との関係性について示唆するものとする．

2.2 過疎地域を対象とした財政シミュレーションの特長

わが国においては，2005年より総人口が減少に転じ，人類史上かつてないスピードで高

齢化を経験している．人口問題研究所による日本の将来推計人口によれば，2023年には高

齢化率が30％を越え，2030年代には3人に1人が高齢者となる超高齢化社会となると推測

されている．よって，わが国の地方自治体は今後確実に到来することになる超高齢化社会

に備えて，行政体制を早急に再整備する必要がある．そのような社会的背景の中において，

少子高齢化がとりわけ進む過疎地域の自治体は，前に述べたような状況が先行して訪れる

ことで，行政体制の再整備の難しさを先行して体現することになる．

また，政府が1995年に改訂した合併特例法により，自治体の合併も促進されている．特

に旧自治省（現総務省）による合併特例債を中心とした行財政面での支援は破格の有利条

件であったため，合併の議論を特に進め，「平成の大合併」と呼ばれるような，地方自治体

における合併の動きを加速させた．その中で，合併を選択しなかった単独小規模の地方自

治体は合併関連の特例が期待できず，三位一体の地方行財政改革に伴う地方財政計画の縮

小をうけて財政が直撃され，生き残りをかけた事態に直面している．よって，過疎地域の

中でも合併を選択しなかった単独小規模の地方自治体が，少子高齢化による財政難を特に

先行して体現することになることは明らかである．

ここで，危機的な財政状況に直面する過疎地域の自治体において政策意思決定に有用な

財政シミュレーションが優先的に持つべき機能は，１）自治体財政の持続可能性が確認で

きること，２）縮小傾向にある歳入を，義務的経費と弾力性の高い投資的経費に配分する

意思決定が，長期的に財政健全性に及ぼす影響を図ることができること，であると考えら
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れる．

１）の機能を有するためには，地方債・基金を含めたストック面までの検討が必要であ

ると思われる．貸借対照表のシミュレーションも同時に行うことで，歳入歳出決算書のシ

ミュレーションのみでは得られない自治体財政の安定性を図ることができる．会計年度に

発生する財源措置（資源の費消）のうち，現役世代がふたんする金額はいくらなのか，現

役世代と将来世代との間でどういった受益と負担の関係となるのか，現役世代による財政

運営上の意思決定によって，将来世代への負担の先送り額がいくら発生するのか，などの

世代間負担に関する情報を得られる．２）については，複数のシナリオを設定し自治体の

意思決定をシミュレーション結果に反映させ，歳出の配分に関する意思決定の長期的な財

政健全度への影響を検証することが可能である．

2.3 既往の財政シミュレーション

2.3.1 財政シミュレーションの課題

財政シミュレーションを，現在保有している社会資本を決められたサービス水準で維持

管理していくためにはどの程度のお金が必要かを事前に把握しておくものと定義すると，

財政シミュレーションは，財政運営の自己責任の強化などの社会的背景や，社会資本の健

全な維持管理という行政ニーズによって必要であるものと考えられる．

財政シミュレーションをソフトウェアとして開発しようという試みは，すでに行われて

いる．桜内は，日本公認会計士協会によって提案された『公会計概念フレームワーク』に

依拠した発生主義的複式簿記による公会計の勘定体系を示し，財政シミュレーションを念

頭においた枠組みを提示している．しかし，そこでは，インフラ資産について十分な把握

が行われおらず，将来にわたるサービス水準を十分に知る情報を得られない．また中期的

なシミュレーションのみを行っており，長期的な財政の変化を見ることができない．

また合併協議等においても，数多くの財政シミュレーションが行われてきた．そこでは，

今後も単独で財政運営が可能かどうか，すなわち財政再建準用団体に転落しないかが検証

されてきた．その過程において，臨時財政対策債や地方交付税といった地方財政計画の全

体動向，自治体の各種基金や財政のあり方，計画している普通建設事業や人件費の総額と

いった点に関して，マクロな仮定を設けて財政シミュレーションが行われてきた．多くの

地方自治体が公表している財政シミュレーションは，ほぼ上記のようなマクロな仮定を設

けて行われている．複数の自治体がパッケージ化され市販されている同じソフトを用いて

シミュレーションを行っている事例もある．ソフトにデータを入力する際，本年度決算額

と来年度見込額がデータベースとなっており，地方交付税や人件費など今後数年間で変化

が見込まれる項目に関しては各自治体で将来予測の割引率や人数の割合等のマクロな仮定

を独自に設定している．

意思決定のミクロなレベルまでの仮定を設けた財政シミュレーションも存在する．辻等
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は，特に単独小規模町村を対象として，政策運営にミクロな仮定を用いた財政シミュレー

ションの手法を提案し財政シミュレーションを行っている3)Ä4)．その中では，地方交付税

を，地方財政計画の全体動向から推計している．しかしながら，地方交付税等，上位政府か

らの依存財源の歳入に占める割合が高い過疎地域の自治体においては，国策の方針によっ

て歳入額が大きく変わることがあり，ミクロな仮定のみでは，長期的なシミュレーション

に対応しきれない．

また，いずれの財政シミュレーションにおいても，歳入歳出のみのシミュレーションに

とどまっており，自治体の健全度をフローのみから判断することになるため，ある年の意

思決定の翌年以降への影響を把握することができない．貸借対照表のシミュレーションと

連動させることで，ストック額の把握をすることが望まれる．

2.3.2 貸借対照表の作成方式

財政事情の大きな好転が見込めない中，長期的に高度で複雑なマネジメントを要求され

る社会基盤事業等の政策を適切に進めていくためには，公共政策の考え方と十分な整合性

をもち，その観点から見て事業の実態を正確に反映できる財政シミュレーションが求めら

れる．しかしながら現行の財務報告書では，例えば貸借対照表上でのインフラ資産項目な

ど，長期的に自治体財政に直結する資産の把握が厳密でないため，判断材料として十分だ

とは言い切れなかった．

そこで，総務省は地方公共団体の年間の活動の実態像をかかったコストに着目して把握

しようと考えた．その際，地方公共団体の全活動をわかりやすく説明する観点や，行財政

改革を推進する中で，行政の効率性や合理化等の状況を住民に説明していこうという観点

から資産形成につながらない当該年度の行政サービスの提供の状況を説明する手法として

「行政コスト計算書」を作成することは有意義であると考え，作成マニュアルを取りまと

めることとした．また，各地方自治体全体の行政化都合を資産，負債等の状況としてトー

タルに，また一覧性のある形で住民に説明していくことは有意義であると考え，「各地方公

共団体全体の貸借対照表」を検討し，作成マニュアルを取りまとめることとした．この作

成マニュアルにそった作成方式を総務省方式という．

しかしながら，地方自治体の中には総務省方式に沿わず，独自の方式で作成するところ

もあり，これは独自方式と呼ばれている．東京都が2001年に公表した「機能するバランス

シート」がその一例であり，複式簿記・発生主義による会計をいち早く導入し，地方自治

体における公会計に企業的手法を導入することで，経営改善を図っている5)．東京都の独

自方式においては，徹底的な企業手法の導入がなされ，例えば税収を経常収支に含む等と

いった点が総務省方式と大きく異なる点である．また，インフラ資産に関する情報を有す

る固定資産台帳について，導入時に一斉に整備をしているが，大変労力・教育のを必要と

する作業であり，小さな地方自治体においては対応する余裕があまりない．
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総務省方式においては，地方自治体のバランスシートと行政コスト計算書の作成のため

の研究・ガイドラインなどを作成し，その状況を毎年公表している．平成14年度時点で，

総務省方式で貸借対照表を作成した団体は都道府県で45団体中40団体，市区町村につい

ては作成済み団体の98.3％であった7)．また，行政コスト計算書については43団体中39

団体が，市区町村については作成済み団体の 95.6％が総務省方式で作成している．

最近では総務省が新たに2006年に「新地方公会計制度研究会」を発足させ，既存の総務

省方式の改善を図る試みをしている．公会計の制度や開示項目などについて，自治体の債

務圧縮のためにさらに議論を深めた上で，その内容を「新地方公会計制度研究会報告書」

にとりまとめた?)．総務省方式改訂モデルにおいては，全国の小さな地方自治体も対応で

きるよう，固定資産台帳は段階的に整備することとしている．

本研究が対象とする過疎地域においては，小さな地方自治体が多くを占める．したがっ

て，貸借対照表の作成方式は，小さな自治体にも導入が可能な総務省方式を採用している．

2.4 過疎地域の自治体を対象とした財政シミュレーション

本章においては，自治体が財政の予算配分政策の意思決定を行なう上で，それらが財政

に与える長期的な影響を明らかにするような財政シミュレーションモデルを構築する．ま

た，実際に鳥取県日南町にモデルを適用した長期的な財政シミュレーションを行い，日南

町の財政持続性に関する検討を行う．

本章における財政シミュレーションとは，人口シミュレーション，歳入歳出シミュレー

ション，貸借対照表シミュレーションの３種類のシミュレーションで構成されている．推計

の基準年度は，2005年度とする．まず第１段階として人口シミュレーションを行う．次に

第２段階として，人口シミュレーション結果を用いて，いくつかのシナリオとしての仮定

を設け，歳入歳出シミュレーションを行う．最後に第３段階として，得られた歳入歳出シ

ミュレーションの結果と連動させ，貸借対照表のシミュレーションを行う．各シミュレー

ションの全体像を把握するために，図２－１に推計フローチャートを示す．

推計期間は30年と設定し，各年度貸借対照表を項目別に推計し作成し，長期的な財政

状態を比較できるようにした．さらに，政策変数として地方債の償還年数と投資余力分配

比率を設け，自治体が決定した政策の予算配分を貸借対照表に反映させ，それぞれの政策

よって長期的な財政シミュレーション分析を行うことを可能にした．

2.4.1 人口シミュレーション

本節では，人口シミュレーションの手法について述べる．推計にはコーホート要因法を

用いた．コーホート要因法とは，人口増減を決定する要因である出生，死亡，社会移動を

それぞれ個別に推計し，その結果を合成して将来における人口を推計する方法である．本

推計方法においては，推計過程で自然動態，社会動態を個別に年齢別推計しており，これ
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図２－１　財政シミュレーションフローチャート

らから人口増減に与える影響を把握することができる．ここで，N年度におけるY歳人口

の人口増減要因を考慮した人口学的方程式は以下のように示すことができる．

ÅP (N;Y ) = fPborn(N;Y )Ä Pdie(N; Y )g Ä fPin(N;Y )Ä Pout(N; Y )g (2.1)

ここで，ÅP (N;Y )は人口増加数，Pborn(N; Y )は出生数，Pdie(N;Y )は死亡数，Pin(N;Y )

は転入数，Pout(N; Y )は転出数を表している．本項においては，それぞれの推計方法を

示す．

出生数の推計 出生数の推計方法について述べる．使用する統計は，日南町住民基本台帳

のうち，母親の年齢別出生数である．推計に用いたデータは，1995年から2005年までの

出産可能年齢であるとされる 15歳から49歳までの女性が各年度に出産した子供の総数で

ある．このとき，日南町における母親の年齢別出生率を，

BORN(N; Y ) =
Pborn(N; Y )

Pf(N;Y )
(2.2)

と表すことができる．ここで，BORN(N; Y )は出生率，Pf (N; Y )は女性人口を表す．出

生率が，５歳階級コーホートで変わらないと仮定すれば，

BORNÉ(N; Y ) =

Y +4P
y=Y

Pborn(N; y)

Y+4P
y=Y

Pf(N; y)
(2.3)

ただし，Y = 15; 20; 25; 30; 35; 40; 45であるとする．このとき，各年度別の出生率は図２－

２に示す．各５歳階級コーホートにおける出生率について，値が低いY = 15; 40; 45の場
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図２－２　出生率の変化

合については平均値をとり，他はそれぞれ回帰線を求め，2035年までの各年齢別出生率

BORN
É
(N; Y )を導出した．N年度の推計総出生数Pborn(N; 0)は以下のように求めること

ができる．

Pborn(N; 0) =
40X

y=15

BORN
É
(N; y)Pf (N; y) (2.4)

出生児の男女性比は2000年国勢調査の全国値を採用して，Pbornの値を男女別出生数に分

配する

死亡数の推計 死亡数の推計方法について述べる．使用する統計は，厚生労働省が実施する

人口動態統計の男女別死亡数である．推計に用いたデータは，1995年から2005年までの日

南町における年齢別死亡数である．このとき，日南町における５歳階級死亡率DIEÉ(N;Y )

は，

DIEÉ(N; Y ) =

Y +4P
y=Y

Pdie(N; y)

Y +4P
y=Y

P　 (N; y)
(2.5)

このとき，1995年から 2005年までの各年齢階級別死亡率に関して，男性を図２－３ｍ，

女性を図２－３ｆに示す．各５歳階級コーホートにおける死亡率について，値が低く，ば

らつきがあるものについては平均値をとった．また，男性では 65歳以上，女性では 70歳

以上において，年が経過するごとに死亡率が減少する傾向が見られたのでそれぞれ年齢別

に回帰線を求めた．2035年までの男女別各年齢別出生率DIE
É
(N; Y )を導出した．N年度

の推計年齢別死亡数Pdie(N;Y )は以下のように求めることができる．

Pdiem(N;Y ) = DIEm
É
(N; Y )Pm(N;Y ) (2.6)

Pdief(N; Y ) = DIEf
É
(N; Y )Pf(N; Y ) (2.7)
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転入数の推計 転入数の推計方法について述べる．使用する統計は，住民基本台帳におけ

る各歳別男女別転入数であり，1995年から2005年までの日南町における年齢別転入数を

推計に用いる．転入数は，母集団を特定することが困難な為，転入率ではなく転入数を回

帰的に推計することで求めた．年齢別転入数の推移は，男性を図２－４ｍ，女性を図２－

４ｆに示す．

男女とも，18歳から29歳までの年齢について回帰線を求めた．その他の年齢の転入数

については，1995年から 2005年までの平均値と等しくなるような転入が各年齢毎年ある

と仮定した．

転出数の推計 転出数の推計方法について述べる．使用する統計は，住民基本台帳におけ

る各歳別男女別転出数であり，1995年から2005年までの日南町における年齢別転出数を

推計に用いる．このとき，日南町における５歳階級転出率OUTÉ(N; Y )は，

OUTÉ(N; Y ) =

Y+4P
y=Y

Pout(N; y)

Y +4P
y=Y

P (N; y)
(2.8)

と表される．５歳階級別男女別転出率の推移は，男性を図２－５ｍ，女性を図２－５ｆで

示した．

各５歳階級コーホートにおける転出率について，値が低く，ばらつきがあるものについ

ては平均値をとった．また，男性では 15歳から 29歳，女性では 20歳から29歳において

は，進学・就職を控えて転出率が高く，それぞれ回帰線を求めた．2035年までの男女別各

年齢別転出率OUT
É
(N;Y )を導出した．N年度の推計年齢別死亡数Pout(N; Y )は以下のよ

うに求めることができる．

Poutm(N; Y ) = OUTm
É
(N; Y )Pm(N; Y ) (2.9)

Poutf (N;Y ) = OUTf
É
(N;Y )Pf (N;Y ) (2.10)

人口数 以上より求まった出生数Pborn(N; Y )，死亡数Pdie(N; Y )，転入数Pin(N; Y )，転

出数Pout(N; Y )をもちいて，ÅP (N; Y )が求まる．N年度におけるY歳人口とN-1年度に

おけるY-1歳人口の関係式，

P (N;Y ) = ÅP (N; Y ) + P (N Ä 1; Y Ä 1) (2.11)

を用いてN年度におけるY歳人口P (N;Y )が求まる．
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2.4.2 歳入歳出シミュレーション

本節においては，歳入歳出シミュレーションの手法について述べる．地方自治体におけ

る歳入歳出決算書のデータを用いて，当該団体における歳入歳出決算書のシミュレーショ

ンを行う．町の財政全体を一つの財政シミュレーションで把握するために，一般会計，特

別会計のすべてを合算して計算を進める．期間は2005年から2035年の 30年間であると設

定する．

歳入 歳入シミュレーションにあたり，項目毎に仮定を設ける．用いる基準データは各自

治体における歳入歳出決算書であり，複数年度あることが望ましい．一般会計と複数の特

別会計を合算する際，一般会計における他会計繰入金と特別会計における一般会計繰入金

の和を合計額より差し引く．これは，一般会計と特別会計間のやりとりである額を差し引

くことで重複を避けるためである．

歳入においてはそのほとんどの項目において，実際に総人口や生産労働人口，老齢人口

を考慮して算定される場合が多い．よって，今回のシミュレーションにおいても，歳入に

おける各項目ごとの数値が歳入合計の0.1％を超えるものについて，総人口，生産労働人

口，老齢人口で相関係数を計算した．その中で相関係数が高かった項目について，算定根

拠と関連があると思われるものについては，回帰線を求め推計を行っている．

このとき，歳入項目と総人口の相関係数の算出に関しては，基準年度のデータが i年度

から j年度の場合，

CR(H) =

jP
N=i

fPL(H;N)Ä PL(H;N)gf
95P
Y =0

P (N;Y )Ä
95P
Y =0

P (N; Y )g
s

jP
N=i

fPL(H;N)Ä PL(H;N)g2
s

jP
N=i
f

95P
Y =0

P (N; Y )Ä
95P
Y=0

P (N;Y )g2
(2.12)

の式を用いた．ただし，PL(H;N)，
95P
Y=0

P (N;Y )は相加平均であり，

PL(H;N) =

jP
N=i

PL(H;N)

j Ä i+ 1
(2.13)

95X

Y =0

P (N; Y ) =

jP
N=i

95P
Y=0

P (N; Y )

j Ä i+ 1
(2.14)

のように表される．以下に相関係数が高く相関関係が認められると表すときは，CR(H) >

0:8のときであると定義する．

具体的な事例として，鳥取県日南町の2000年度から2005年度を基準年度とした場合の，

歳入の各項目における仮定設定方法を，表２－１に示した．ただし，歳入の各項目におけ

る値をPL(H;N); H = 1;…52で表すとする．
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町税 PL(H;N);H = 1;…8を町税とする．町税，固定資産税，軽自動車税，町たばこ

税，鉱山税，特別土地保有税を含む．これらの項目を支払うのは，対象とする自治体の住

民基本台帳に登録されている住民や企業である．表２－１から分かるように，そのほとん

どの項目について，総人口や，生産労働人口との相関関係がある．また実際にも，総人口，

生産労働人口を考慮して算定している．そのため，総人口と高い相関関係が見られた場合

には，

PL(H;N) =

jP
N=i

PL(H;N)
95P
Y=0

P (N;Y )

j Ä i+ 1
Ç

95X

Y =0

P (N; Y ) (2.15)

と表せ，生産労働人口と高い相関関係と見られた場合には，

PL(H;N) =

jP
N=i

PL(H;N)
64P

Y=15

P (N;Y )

j Ä i+ 1
Ç

64X

Y =15

P (N; Y ) (2.16)

と表すことができる．また，鉱産税・特別土地保有税等，額面が少なく毎年の額にばらつ

きがあるものなどは推計する際には，0であるとして仮定している．

地方譲与税 PL(H;N);H = 9;…11を地方譲与税とする．所得譲与税，自動車重量譲

与税，地方道路譲与税を含む．これらの項目は，徴収の便宜等から国が代行して国税とし

て徴収し，そのまま地方に譲与する．三位一体改革による，国庫補助金の削減と廃止の補

填財源として，本格的な税源移譲までの暫定的な措置がとられることとなり，国の所得税

の一部を所得譲与税として，2004年度から都道府県と市町村に人口割で配分することに

なっている．表２－３から分かるように，相関係数も生産労働人口や，総人口に関して高

い値を示している．(2.15)式や (2.16)式を用いて表すことができる．

交付金 PL(H;N); H = 12;…23を上位政府からの交付金であるとする．利子割交付

金，配当割交付金，地方消費税交付金，株式等譲渡所得割交付金，自動車取得税交付金，

地方特例交付金，交通安全対策特別交付金，共同事業交付金，療養給付費交付金，介護円

滑導入交付金，介護給付費交付金，医療費・審査支払手数料交付金を含む．これらの項目

は，国・または県などの上位政府が，代行して徴収したものを地方に交付するものである．

項目によってばらつきがあるが，域内の企業や住民が間接税として支払ったものを，人口

割で按分するように算定されている．このことから，人口に対して高い相関を示したもの

に関しては，憲法改正等による特異値を除いて (2.15)式や (2.16)式を用いて表すことがで

きる．また，額面が少なく毎年の額にばらつきがある項目は推計する際には，0であると

して仮定している．さらに，相関係数の値が高くなく安定的に交付されている項目に関し

ては，使用するデータの平均値をとることとする．



-13-

地方交付税 PL(24; N)を地方交付税とする．本研究が対象とする過疎地域の自治体に

おいては，地方交付税の歳入に占める割合はきわめて大きい．各自治体の公表資料の中で

見込み額が示されていることが多いが，確実な根拠があるとはいえない．国の政策や方針

によっても大きく変わる項目であるといえる．したがって，地方交付税の仮定によって歳

入の値は大きく変わるため，地方交付税は政策変数であると考える．

分担金及び負担金 PL(H;N); H = 25; 26を分担金及び負担金であるとする．これら

は，町の行う事業による利益の享受者から，その受益を限度として徴収するものである．

人口との相関関係があると認められる場合には，(2.15)式や (2.16)式を用いて表す．ただ

し，額面が少なく毎年の額にばらつきがある項目は推計する際に，0であるとし相関係数

の値が0.8以下で安定的に交付されている項目に関しては，使用するデータの平均値をと

ることとする．

使用料及び手数料 PL(H;N); H = 27; 28を使用料及び手数料であるとする．これらは

町の施設利用や特定事務による利益享受者から，受益に対する実費負担を徴収するもので

ある．前述した分担金及び負担金と同様に推計することができる．

国庫支出金・県支出金 PL(H;N); H = 29;…31を国庫支出金，PL(H;N); H = 32;…

34を県支出金であるとする．これらは，国と町，及び県と町が共同で事業を行う場合，あ

らかじめ定めた経費の負担割合に基づき，国や県から町に対して支出する項目である．し

たがって普通建設事業と関連があるため，災害などの特異な場合があればとりわけ高い値

を示すため，災害等による特異値を除き，前述した方法と同様に推計する．

財産収入 PL(H;N); H = 35; 36を財産収入であるとする．これには，財産売払収入，

財産運用収入が含まれる．これらの項目は財産管理に関する行政の意思決定によって年度

毎でばらつきがあるため，政策変数であると考えられる．しかしながら通常，小規模な自

治体においては財産収入額はきわめて低く，本研究においては用いる基準データの平均値

を設定する．

寄付金 PL(H;N); H = 37を寄付金であるとする．寄付金も，寄付する人の意思決定

によって年度ごとにばらつきがある上，寄付金額もきわめて低いと考えられるため，本研

究においては用いる基準データの平均値を採用する．

諸収入 PL(H;N);H = 38;…; 42を諸収入であるとする．これには，延滞加算金及び

過料，雑入，受託事業収入，町預金利子，貸付金元利収入が含まれる．この項目は，年度



-14-

ごとにばらつきがあり，支払う母数の算定が困難なため人口と相関があるとは言えない．

よって，本研究においては用いる基準データの平均値を採用する．

サービス収入 PL(H;N);H = 43;…; 49をサービス収入であるとする．サービス収入

に関しては，国民健康保険に関する項目，介護に関する項目，水道料に関する項目が含ま

れる．よって，国民健康保険税の納付義務者は，世帯主であるため，総人口と相関がある

と考えられる．また，介護保険料については満40歳以上の者が被保険者とるため，40歳

以上人口との相関をとる必要がある．さらに，水道料金は，支払い者は各世帯であるので，

総人口と相関があるものと考えられる．いずれの場合も，料金の改定等の政策変更があっ

た場合は，その影響を考慮し特異値を省き推計する．

町債 PL(50; N)は町債であるとする．町債は，自治体が必要な財源を調達するために

負う債務で，その履行が一会計年度を越えて行われるものをいい，歳入と歳出の差を埋め

る目的で発行することはできない．過疎地域の自治体の多くは，依存財源である町債の発

行によって財源調達し普通建設事業を行うため，町債発行額は普通建設事業との関連が高

く，自治体における影響度の高い政策変数となる．後に述べる歳出項目の建設事業費の設

定を考慮して町債の発行額を設定する必要がある．

基金繰入金 PL(51; N)は基金繰入金であるとする．本研究においては，基金繰入金で

収支を調整している．すなわち，基金繰入金を除く歳入が歳出見込額の全体額を上回れば，

基金を取り崩して収支を合わせ，基金繰入金を除く歳出が歳入を上回れば，基金繰入金は

ゼロとなり，基金が積立てられるという構造を有している．したがって，

Kikin =
50X

Y =1

PL(N; Y )Ä
81X

Y =54

PL(N; Y ) + PL(73; Y ) (2.17)

とすると，

PL(51;N) =

8
><
>:

0 Kikin ï 0のとき

jKikinj Kikin < 0のとき
(2.18)

のように示すことができる．

繰越金 PL(52;N)は繰越金であるとする．繰越金は翌年度の財源として繰り越す決算

上の余剰金を言う．本研究においては，毎年度の収支はゼロであるという仮定をおいてい

るため，本項目は0であると考えられる．
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歳出 歳出シミュレーションにあたり，項目毎に仮定を設ける．歳入シミュレーション同

様，用いる基準データは各自治体における歳入歳出決算書であり，複数年度あることが望

ましい．一般会計と複数のの特別会計を合算する際は，繰出金を差し引く．これは，歳入

における他会計繰入金とほぼ同額を示しており，一般会計と特別会計のやりとりによる重

複を避けている．

歳出の区分は目的別と性質別項目の２通りある．歳出シミュレーションにあたっては，

人件費や，物件費，積立金などの項目が明確に把握できる目的別歳出を採用する．歳入

と同様に，各項目について総人口，生産労働人口，老齢人口との相関係数を計算した．そ

の中で相関係数が高かった項目について，算定根拠と関連があると思われるものについ

ては，回帰線を求め推計を行っている．このとき，歳入項目と総人口の相関係数の算出

に関しては，基準年度のデータが i年度から j年度の場合，(2.12)式を用いた．具体的な

事例として，鳥取県日南町の2000年度から2005年度を基準年度とした場合の，歳入の各

項目における仮定設定方法を，表２－２に示した．ただし，歳出の各項目における値を

PL(H;N); H = 54;…81で表すとする．

しかしながら本質的には，すべての歳出項目は政策変数であるといってよい．年々逼迫

しつつある自治体財政にとっては，歳出を縮小しつつ健全な自治体運営を行うことが急務

であると考えられる．人件費などの義務的経費の削減，また普通建設事業費などの投資的

経費の予算配分によって，数十年後の結果が大きく変わることになる．

人件費 PL(H;N);H = 54;…; 59を人件費であるとする．自治体における人件費とは，

自治体に勤務する人，また自治体が行うサービスの行う人に対して支払われる費用のこと

である．これには，報酬，給料，職員手当等，共済費，災害補償費および退職年金が含ま

れる．これらの項目に関して，人口との相関関係があると認められる場合には，(2.15)式

や (2.16)式を用いて表す．ただし，額面が少なく毎年の額にばらつきがある項目は推計す

る際に，0であるとし相関係数の値が 0.8以下で安定的に交付されている項目に関しては，

使用するデータの平均値をとることとする．政策変数として考える場合，自治体の人件費

削減計画を反映させることが重要である．

物件費 PL(H;N);H = 60;…; 63を物件費であるとする．自治体が業務を遂行する際

に支出する消費的経費のうち，比較的性質のはっきりした人件費，維持補修費，扶助費，

更には補助費等以外の様々な経費をいう．性質別歳出の中では，賃金，旅費，交際費，需

用費を含む．人件費と同様の方法で推計を行うものとする．

補助費等 PL(H;N); H = 64;…; 66を補助費等であるとする．補助費等とは，各種団

体に対する助成金や一部事務組合への負担金などある．この項目には，補償費，役務費，
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負担金，補助及び交付金が含まれる．この項目に関しては，人件費・物件費と同様の方法

で推計を行うものとする．

扶助費 PL(67;N)を扶助費であるとする．扶助費とは，社会保障制度の一環として，

生活困窮者，高齢者，児童，心身障害者等に対して行っている様々な支援に要する経費で

ある．他項目と同様に推計を行う．

公債費 PL(68; N)を公債費であるとする．公債費とは，町債や一時借入金の元利償還

金などである．公債費は，町債の発行時に定められた償還計画に基づいて返済される．本

研究においては他項目と同様の推計方法を採用する．

建設事業費 PL(H;N); H = 69;…; 71を建設事業費であるとする．投資的経費の中で

最も大きな割合を占める建設事業費は，中長期のシミュレーションにおいては，インフラ

資産の形成し自治体の資産額との関連が深い．本研究においては，他項目と同様の推計方

法を採用する．

貸付金 PL(72;N)を貸付金であるとする．貸付金は，自治体においては決まった対象

に貸付を行っている場合が多い．したがって，用いる基準データの平均値を採用すること

とする．

積立金 PL(73; N)を積立金であるとする．PL(51; N)の基金繰入金と関連して収支を

調整する項目である．したがって，

Kikin =
50X

Y =1

PL(N; Y )Ä
81X

Y =54

PL(N; Y ) + PL(73; Y ) (2.19)

とすると，

PL(73;N) =

8
><
>:
jKikinj Kikin ï 0のとき

0 Kikin < 0のとき
(2.20)

のように示すことができる．

寄付金 PL(74;N)を寄付金であるとする．その値はばらつきがありきわめて少額であ

り，本研究においては用いる基準データの平均値を採用することとする．

その他 PL(H;N);H = 75;…; 80をその他の歳出であるとする．他項目と同様の推計

方法をとる．
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繰出金 PL(81; N)を繰出金であるとする．繰出金は，一般会計と特別会計のやりとり

額である．他項目と同様の推計方法をとる．

2.4.3 貸借対照表シミュレーション

資産の部

有形固定資産

TAN = TANÄ1 + (tasN + taaN)Ä
NÄ1X

T=NÄD

tasT + taaT Ä talT
D

(2.21)

TAN :N年度における有形固定資産，tasN :N年度における単独事業費，taaN :N年度における

補助事業費，talN :N年度における用土地取得費，D:耐用年数

投資および出資金

IN = INÄ1 + iN Ä ipN (2.22)

IN :N年度における投資および出資金，iN :N年度における投資及び出資金，ipN :N年度に

おける回収元金

貸付金

LN = LNÄ1 + lN Ä lpN (2.23)

LN :N年度における貸付金，lN :N年度における貸付金，lpN :N年度における貸付金元利収入

基金

F iN = F iNÄ1 + (fiiN Ä foiN) (2.24)

FN :N年度における基金，fiN :N年度における基金繰入金，foN :N年度における基金繰出

金，i = 1:特定目的基金，i = 2:土地開発基金，i = 3:定額運用基金

退職手当組合積立金

RAN = RANÄ1 + rafN Ä rarN (2.25)

RAN :N年度における退職手当組合積立金，rafN :N年度における退職手当組合積立金，

rarN :N年度における退職引当金
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表２－１　歳入項目の仮定
歳入項目 項目名 推計方法

PL(1,N) 町税 個人税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(2,N) 法人税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(3,N) 国有資産等所在市町村交付金 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(4,N) 固定資産税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(5,N) 軽自動車税 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(6,N) 町たばこ税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(7,N) 鉱産税 2003年以降0であると仮定

PL(8,N) 特別土地保有税 2006年以降0であると仮定

PL(9,N) 地方譲与税 所得譲与税 2006年以降0であると仮定

PL(10,N) 自動車重量譲与税 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(11,N) 地方道路譲与税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(12,N) 交付金 利子割交付金 2006年以降0であると仮定

PL(13,N) 配当割交付金 2006年以降0であると仮定

PL(14,N) 地方消費税交付金 2000～2005年度平均値

PL(15,N) 株式等譲渡所得割交付金 2006年以降0であると仮定

PL(16,N) 自動車取得税交付金 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(17,N) 地方特例交付金 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(18,N) 交通安全対策特別交付金 2006年以降0であると仮定

PL(19,N) 共同事業交付金 2000～2005年度平均値

PL(20,N) 療養給付費交付金
(2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

(2002年の特異値は除く)

PL(21,N) 介護円滑導入交付金 ※2000～2005年度平均値

PL(22,N) 介護給付費交付金 2006年以降0であると仮定

PL(23,N) 医療費・審査支払手数料交付金 2006年以降0であると仮定

PL(24,N) 地方交付税 地方交付税 政策変数

PL(25,N) 分担金及び負担金 分担金 ※2000～2005年度平均値

PL(26,N) 負担金 2000～2005年度平均値

PL(27,N) 使用料及び手数料 使用料 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(28,N) 手数料 ※2000～2005年度平均値

PL(29,N) 国庫支出金 委託金 ※2000～2005年度平均値

PL(30,N) 国負担金 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(31,N) 国補助金 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(32,N) 県支出金 委託金 2000～2005年度平均値

PL(33,N) 県負担金 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(34,N) 県補助金
(2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

(2001年の特異値は除く)

PL(35,N) 財産運用収入 財産売払収入 2000～2005年度平均値

PL(36,N) 財産運用収入 ※2000～2005年度平均値

PL(37,N) 寄付金 寄付金 ※2000～2005年度平均値

PL(38,N) 諸収入 延滞加算金及び過料 2006年以降0であると仮定

PL(39,N) 雑入 2000～2005年度平均値

PL(40,N) 受託事業収入 ※2000～2005年度平均値

PL(41,N) 町預金利子 ※2000～2005年度平均値

PL(42,N) 貸付金元利収入 2000～2005年度平均値

PL(43,N) サービス収入 一般被保険者国民健康保険税 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(44,N) 退職被保険者等国民健康保険税 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(45,N) 自己負担金収入 ※2000～2005年度平均値

PL(46,N) 介護保険料 (2000～2005年度平均額／生産労働人口)×N年度生産労働人口

PL(47,N) 水道料金 平成17年度値に総人口比例日南町行財政改革年次別実施計画書より

PL(48,N) 下水道料金 平成17年度値に総人口比例日南町行財政改革年次別実施計画書より

PL(49,N) 介護サービス収入 ※ (2000～2005年度平均額／老齢人口)×N年度老齢人口

PL(50,N) 町債 町債 (2000～2005年度平均額／総人口)×N年度総人口

PL(51,N) 基金繰入金 基金繰入金 収支をこの項目で調整

PL(52,N) 繰越金 繰越金 平成18年度以降0

PL(53,N) 歳入合計 PL(1,N)からPL(52,N)の合計
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表２－２　歳出項目の仮定
歳出項目 項目名 推計方法

PL(54,N) 人件費 報酬 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(55,N) 給料 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(56,N) 職員手当等 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(57,N) 共済費　 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(58,N) 災害補償費 0

PL(59,N) 恩給および退職年金 0

PL(60,N) 物件費 賃金 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(61,N) 旅費 平成17年度より総人口※H17より日当旅費は支給されない

PL(62,N) 交際費 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(63,N) 需用費 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(64,N) 補助費等 報償費 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(65,N) 役務費 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(66,N) 負担金，補助及び交付金 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(67,N) 扶助費 扶助費 （2000～2005年度平均　額／老齢人口）×N年度老齢人口

PL(68,N) 公債費 償還金，利子及び割引料 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(69,N) 建設事業費 委託料 政策変数

PL(70,N) 工事請負費 政策変数

PL(71,N) 原材料費 政策変数

PL(72,N) 貸付金 貸付金 2000～2005平均

PL(73,N) 積立金 積立金 収支をこの項目で調整

PL(74,N) 寄付金 寄付金 2000～2005平均

PL(75,N) その他 使用料及び手数料 （2000～2005年度平均　額／総人口）×N年度総人口

PL(76,N) 公有財産購入費 2000～2005平均

PL(77,N) 備品購入費 2000～2005平均

PL(78,N) 補償，補填及び賠償金 2000～2005平均

PL(79,N) 投資及び出資金 2000～2005平均

PL(80,N) 公課費 2000～2005平均

PL(81,N) 繰出金 繰出金
※特別会計の公債費への繰り出し基準は

水道簡易会計50％，農業会計60％とする

PL(82,N) 歳出合計 PL(53,N)からPL(81,N)の合計

表２－３　貸借対照表に関連する項目の仮定
変数 項目名 推計方法

PC(J,N) 普通建設事業費（減価償却分） 1969～2000年までの費目ごとの比で按分

PCL(J,N) 用土地取得費 1969～2000年までの用土地取得費対普通建設事業費比を計算

NTD(J,N) 減価償却対象国庫支出金 1969～2000年までの費目ごとの比で按分

PTD(J,N) 減価償却対象県支出金 1969～2000年までの費目ごとの比で按分

INV1(N) 投資金 PL(79,N)　投資及び出資金

INV2(N) 投資金取崩額 INV2(N)と等しいとする．

LENT1(N) 貸出金 2000～2005年平均．

LENT2(N) 貸出金元利収入 2000～2005年平均．

FUND1(N,M) 基金利子積立額 PL(41,N)　町預金利子

FUND2(N,M) 基金新規積立額 PL(73,N)　積立金

FUND3(N,M) 基金取崩額 PL(51,N)　基金繰入金

RF1(N) 退職金積立金 2000～2005年平均．

RF2(N) 退職金支払額 2000～2005年平均．

RFN(Y,N) 職員数 毎年採用数１人 (18歳)，60歳で退職．（元データはH17）
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現金，預金

1. 財政調整基金

FFN = FFNÄ1 +
X

j

(ffijN Ä ffo
j
N) (2.26)

FFN :N年度における財政調整基金，ffiN :N年度における財政調整基金繰入金，

ffoN :N年度における財政調整基金繰出金，j:会計種類 (一般会計は除く)

2. 減債基金

SFN = SFNÄ1 +
X

j

(sfijN Ä sfojN) (2.27)

SFN :N年度における減債基金，sfiN :N年度における減債基金繰入金，sfoN :N年度

における減債基金繰出金

3. 歳計現金

CN = crN Ä ceN (2.28)

CN :N年度における歳計現金，crN :N年度における歳入総額，ceN :N年度における歳

出総額

未収金

1. 未収地方税

RLTN = rltN (2.29)

rltN :N年度における地方税収入未済額

2. その他

RN = rN Ä rltN (2.30)

rN :N年度における一般会計収入未済額

負債の部

地方債

BkN = BkNÄ1 + bikN Ä (bokN Ä bo1
k
N ) (2.31)

BN :N年度における地方債，biN :N年度における地方債発行額，boN :N年度における公債費

のうち元金償還金，bo1N :1年以内償還予定額，k:地方債種類 (一般会計は除く)
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債務負担行為

1. 物件の購入等

DBN = dbN (2.32)

dbN :債務負担行為による物件の取得価額 (契約書)

2. 債務保証または補償・損償

DGN =
X

T=N+1

dgT (2.33)

dgN :債務保証または損失補償係るもののうち支出予定額

退職給与引当金

RARN = snN Ç afN Ç rpN (2.34)

snN :N年度における対象職員数，faN :平均給料月額，rpN :普通退職支給率

翌年度償還予定額

BO1N = bo1N (2.35)

BO1N :翌年度償還予定額，boN :一年以内償還予定額

翌年度繰上充用金 crN <ceNのとき,

RCN = jcrN Ä ceN j (2.36)

RCN :N年度における翌年後償還額，crN :N年度における歳入総額，ceN :N年度における歳

出総額

正味資産の部

国庫支出金

SGN = SGNÄ1 + (sgsN + sgaN)Ä
NÄ1X

T=NÄD

sgsT + sgaT Ä sg
l
T

D
(2.37)

SGN :N年度における国庫支出金，，D:耐用年数，sgsN :N年度における単独事業費に用いた

国庫支出金，sgaN :N年度における補助事業費に用いた国庫支出金，sglN :N年度における用

土地取得費に用いた国庫支出金
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県支出金

SPN = SPNÄ1 + (spsN + spaN)Ä
NÄ1X

T=NÄD

spsT + spaT Ä splT
D

(2.38)

SGN :N年度における県支出金，，D:耐用年数，sgsN :N年度における単独事業費に用いた県

支出金，sgaN :N年度における補助事業費に用いた県支出金，sglN :N年度における用土地取

得費に用いた県支出金

一般財源等 貸借対照表における貸方と借方の差し引き額であるとする．

2.5 適用事例－鳥取県日南町を対象として－

2.5.1 日南町における現況

全国的な市町村合併が進む中，鳥取県日南町においても周辺市町村において合併問題の

方向性が出たが，日南町は広域合併を指向しつつ当面は単独市町村としての自治体経営を

維持することとなり，日南町制を単独で継続しながら自立を目指すことが決定された．日

南町制施行以来，日南町は過疎を前提としたあらゆる施策を実施してきた．近年の中山間

地直接支払制度への対応などをはじめ様々な農林業振興策，小学校統合問題も含む教育の

充実にむけた取り組み，医療サービス体制や福祉の充実，道路をはじめとするライフライ

ンの整備，除雪対策，情報化，県境サミット等の広域連携など，施策立案における動機も

施策の推進においても，人口の減少と散在という現実が底流にあった8)．

日南町における人口減少は全国の過疎地域の平均的な状況よりさらに大きな水準である．

図２－６に1965年から1995年までの人口ピラミッドの推移を示した．元となるデータは，

国勢調査から得られたものである．日南町における人口減少の主たる要因は社会動態によ

るものから自然動態によるものに移行しつつあるといえる．したがって現在日南町に住む

高齢者がいなくなった後には，さらなる人口激減の時代が訪れてくることとなるだろう．

財政面においては，増加傾向にあった地方交付税が，鳥取県西部地震の起きた平成12

年度をピークに減少に転じた．日南町財政における経常収入の大半を占める財源の縮小に

よって，行財政運営のあり方について再考する必要が出てきた．また，国は地方交付税の

削減，補助金の削減そして税源移譲という「三位一体の改革」を進めており，安定的な税

源がみあたらない日南町にとって非常に厳しい事態が想定される．また補助金の今後の動

向は不透明であり，財政運営の長期的な予測は難しい．以上のような状況の中，行政運営

に関する長期的な計画は，固定的計画性よりもむしろ弾力的運用ができるものであること

が重要となる．
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2.5.2 日南町の財政シミュレーション

本節では，２．４節で述べた財政シミュレーションモデルを用いて，財政シミュレーショ

ンを行った．まずはじめに，人口シミュレーション結果を図２－７に示した．2035年にお

いては，現在存在する多くの老人がいなくなることにより，総人口は2005年のほぼ半数

となる．一方で若年層の転出率は変わらず，2035年においては 25歳から29歳人口は2005

年の14％まで減少する．このことにより生産労働人口比率は，48.0％から45.5％まで低

下する．さらに，総老齢人口数はほぼ横ばいであり，老齢人口比率は40.2％から44.5％ま

で増加する．

また，財政シミュレーションに関しては，歳入歳出に８種類のシナリオを政策として設

定した．具体的には，地方交付税と建設事業費を政策変数として設定した．推計結果から，

鳥取県日南町の 2005年から2035年における財政持続性に関する検討を行う．分析の際に

用いた指標を以下に示す．

社会資本形成の世代間負担比率 社会資本の整備の結果を示す有形固定資産のうち，正味

資産による整備の割合を見ることによって，これまでの　世代によってすでに負担された

分の割合を見ることができる．また，負債に着目すれば，将来返済しなければならない分

の割合を見ることができる．

正味資産合計

有形固定資産合計
= (これまでの世代による)社会資本の負担比率 (％) (2.39)

負債合計

有形固定資産合計
= (後世代における)社会資本の負担比率 (％) (2.40)

正味資産比率 正味資産比率はその値が高いほど財政状態が健全であるといえる．ただし，

正味資産は「これまでの世代の社会資本形成の負担額」であるといえる．よって正味資産

比率が高くても投資余力があるとはいえない．

正味資産比率

負債・正味資産合計
= 正味資産比率 (％) (2.41)

公債費負担比率 公債費負担比率とは，一般財源総額に対する公債費に充当された一般財

源のしめる割合のことである．すなわち，公債費により一般財源の使途がどの程度制約さ

れているかをみるものであり，財政構造の弾力性を判断する指標となる．一般に15％が警

戒ライン，20％を超えると財政状態が危険であるとされる．

公債費充当一般財源

一般財源総額
= (公債費負担比率) (2.42)

さらに財政シミュレーションに用いた，人口・財政に関する統計データは，人口に関す

るものは表２－４，財政に関するものは表２－５に示す通りである．
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ベンチマークケースＡ 歳入の縮小が見込まれる中，現行の普通建設事業費を保った場合

の財政シミュレーションを行った．各政策変数の仮定を表２－６－Ａに示している．歳入

歳出のシミュレーション結果は図２－８，貸借対照表のシミュレーション結果は図２－９

に示すとおりである．

歳出と歳入の差を，基金を取崩すことで埋め合わせているため，2000～2005年までと同

水準の額で建設事業を行った場合，基金繰入金の額が歳入のかなりの割合を占めることと

なる．基金の取崩しの額が膨れあがるのと同時に，歳出には余裕がなく積立金を確保する

ことができない．その結果，自治体における貯金とも言うべき基金が，2007年度の貸借対

照表より負の値を示す．一人あたりの貸借対照表においては，2020年で町民一人あたりの

資産全体額が負の値を示す．以上より，ベンチマークケースＡの政策を選択した場合，日

南町財政はきわめて早い段階で破綻し住民が一人あたり抱える負債が増加の一途をたどる．

政策Ｂ 次に，ベンチマークケースＡの推計で，大きく膨らんだ負債を回避するために，

歳出削減を目的として普通建設事業費を 2006年以後0と仮定する．各政策変数の仮定を表

３－６－Ｂに示している．歳入歳出のシミュレーション結果は図２－８，貸借対照表のシ

ミュレーション結果は図２－９に示すとおりである．

建設事業費を0円とした場合，基金繰入金を含まない歳入の総額は政策Ａと変わらない

ため，2019年度まで歳出の項目に積立金が出る．これは，基金額が増えることを意味して

おり，将来の歳出に備えることができるため，財政健全度は向上する．貸借対照表におい

ても，基金額が増えるため，資産総額は2013年まで増加を続ける．

また，建設事業費に全く配分しないことによって生じる資産の減耗を考慮しても，基金

の増加による影響が大きい．一人あたりの貸借対照表によれば，一人あたりの資産総額は

2035年にいたるまで推計期間中増加の一途をたどる．これは，人口減少による歳入減少

のスピードよりも，資産減耗による資産額の減少のスピードの方が遅いことを意味してい

る．一人あたりの有形固定資産額を町民がインフラ資産から享受するサービス水準と考え

れば，増加し続けることになる．将来にわたり，歳入縮小を避けられない可能性が高い状

況にある日南町において，建設事業を全く行わなかった場合でも，資産の減耗は進行する

ものの2035年までは財政は持続可能であると考えることができる．以上より政策Ｂの政

策を選択した場合，日南町の財政は持続可能であると考えられる．

しかしながら，住民一人あたりが多くの減耗したインフラ資産を抱えることになり，行

政だけでは管理しきれないインフラ資産を，住民と協力して管理していく必要性が高まる

ことを同時に示唆している．財政の持続性を保つための，建設事業費・インフラ資産管理費

削減が免れない中で，既存のインフラ資産を住民と協働で管理していくことが必要となる．
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政策Ｃ 次に，政策Ｂで劣化したインフラ資産の質を向上させるため，一人あたりの資産

額がほぼ一定となるように普通建設事業費を設定した．日南町においては，台風による被

害の復旧工事の影響がなくなったと見られる 2005年度よりの大幅削減を考慮して，2005

年度値を総人口に比例するように普通建設事業費を設定した．各政策変数の仮定を表２－

６－Ｃに示している．歳入歳出のシミュレーション結果は図２－８，貸借対照表のシミュ

レーション結果は図２－９に示すとおりである．

政策Ｃを選択した場合，基金繰入金の額は緩やかに増加し，2020年には一人あたりの基

金額が負の値を示す．これによって住民は2020年以降，借金を抱えることになる．しかし

ながら，一人あたりインフラ資産額はほぼ一定額を示し，維持補修程度の建設事業費を毎

年充当していくことで住民のインフラ資産にかかる負担はかなり軽減されるものと思われ

る．基金を絶やさないために，歳出における他項目での調整をする必要があるものの，パ

ターンＣの政策を選択した場合，日南町財政は健全度においてはほぼ保たれることになる．

2.6 結言

本章では，過疎地における財政シミュレーションの方法を提示し，実際に適用事例とし

て鳥取県日南町のデータを用いて３０年間の財政シミュレーションを行い，日南町におけ

る経済持続性の検討を行った．その際，２．２節で述べた背景を踏まえて，２．３．２項で

指摘したように，貸借対照表のシミュレーションも関連づけることで本研究における財政

シミュレーションの特長の特長とした．その上で，過疎が進む鳥取県日南町を対象に各種

統計を用いて行った計算結果では，インフラ資産を形作る建設事業費の違いによる長期的

なストック額の違いを比較した．結果によれば，建設事業に対して新規投資を行わないこ

とで，財政健全度は向上するが，インフラ資産の減耗は免れない．またその中で削減をし

ながら，インフラ投資を行っていくことで財政健全度は向上しつつ，インフラ資産のサー

ビス水準も保たれることが分かった．

本章で提案した財政シミュレーションモデルはあくまでも，町の財政のみに着目したも

のにであって，自治体におけるすべての経済主体の経済活動を把握するものではない．し

たがって，財政シミュレーションのみでは，過疎地域における社会経済全体を把握する上

で不十分であること斟酌した上で，３章における地域経済における様々な主体を考慮した

一般均衡モデルを構築することを目指す．
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表２－４　日南町における人口関連データ
データ元 年度 ５歳/各歳 作成団体 備考

人口
国勢調査 1920-2005 ５歳 総務省

国勢調査 2000-2005 各歳 総務省 推計値

出生数 人口動態調査 1985-2005 ５歳 厚生労働省

死亡数 人口動態調査 1985-2003 ５歳 厚生労働省

転入数
住民基本台帳 1986-1994 各歳 鳥取県日南町

住民基本台帳 1995-2005 各歳 鳥取県日南町 外国籍2003.3まで（以降は県が取扱）

転出数
住民基本台帳 1986-1994 各歳 鳥取県日南町

住民基本台帳 1995-2005 各歳 鳥取県日南町 外国籍2003.3まで

表２－５　日南町における財政関連データ
データ元 年度 作成団体 備考

歳入・歳出 歳入歳出決算書 2000-2005 鳥取県日南町

資産・負債・資本
貸借対照表 2000 鳥取県日南町

減価償却計算表 1969-2000 鳥取県日南町 1969年以前はなし

表２－６－Ａ　歳入歳出仮定　政策Ａ
政策変数 仮定

歳入 地方交付税 前年度より4％減

歳出 建設事業費 2000～2005年度平均値

収支 基金繰入金・積立金 歳入歳出の差額は，基金取崩または積立によって0

表２－６－Ｂ　歳入歳出仮定　政策Ｂ
政策変数 仮定

歳入 地方交付税 前年度より4％減

歳出 建設事業費 2006年度以降0とする

収支 基金繰入金・積立金 歳入歳出の差額は，基金取崩または積立によって0

表２－６－Ｃ　歳入歳出仮定　政策Ｃ
政策変数 仮定

歳入 地方交付税 前年度より4％減

歳出 建設事業費 2005年度値÷2005年度総人口×N年度総人口

収支 基金繰入金・積立金 歳入歳出の差額は，基金取崩または積立によって0
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3 過疎地域を対象とした社会経済モデル

3.1 緒言

多くの過疎地域では，雇用，買物・サービスの供給を，生活圏における中心都市に依存

している．これらの過疎地域では，産業集積が不十分であり，経済的に自立することが不

可能な場合が少なくない．地域経済は，中央政府による補助金や年金・保険等の個人間所

得移転に依存しており，他の地域で生産された財やサービスを消費することが経済の中心

となっている．しかし，過疎地域内における産業連関が不十分であり，家計や地方政府に

よる消費の効果が中心都市へ遺漏しやすい構造を有している．

本章では，過疎地域経済を対象とした一般均衡モデルを用いて，地域経済構造を表現す

るための社会会計表を作成することを目的とする．しかし，過疎地域という小地域を対象

とする場合，１）域内の生産機能が乏しく，多くの財・サービスが地域外で生産される，

２）域内の家計の就業機会や買物機会は，生活圏の中心都市に依存している，３）賃金率

や財価格が市場の需給均衡で決定されるのではなく，中心都市との裁定により決定される

等の特殊性を有している．このため，価格や賃金率が市場均衡で決定されるような標準的

な一般均衡モデルでは，地域経済を記述できないという問題が発生する．

過疎地域では，農林業が主たる生産機能である場合が多いが，これらの産業は兼業家計

により運営されている場合が少なくない．このような兼業家計は，消費者としての側面と，

農産品の生産者として側面を併せ持っている．そのため，通常の一般均衡モデルにおいて

表現される家計行動や企業行動とは異なる行動原理に従っている．さらに，過疎地域では

高齢化が進展しており，老人家計を対象とした医療・介護活動が地域経済を支えている側

面も無視できない．

本章では，過疎地域という小規模経済を対象とした一般均衡モデルを定式化し，中山間

地経済の循環構造を表現する社会・経済会計表を提案する．その上で，過疎地域における

人口構成や交通施設整備が，地域経済構造に及ぼす影響を分析する方法論を提案する．以

下，第３．２節では，本研究の基本的な考え方を説明する．第３．３では，中山間地を対

象とした一般均衡モデルを定式化する．第３．４では，本章を結ぶとともに第４章への方

向性を示唆する．

3.2 本研究の基本的考え方

3.2.1 従来の研究概要

Shoven and Whileyをはじめとして，（応用）一般均衡モデルに関して膨大な研究が蓄積

されている．中でも，Shoven等9)は先進工業国の租税・貿易問題に，Delvis等10)は途上国

の開発問題に，Orani等11)はオーストラリア経済分析のために，応用一般均衡モデルを用

いている．また，GAMS12)やGEMPACK 13)等，汎用的な計算パッケージも開発されてい
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る．土木計画学に分野においても，応用一般均衡モデルに関する研究が蓄積されている．

中でも，奥村らは，金銭的外部性と技術的外部性を同時に考慮した一般均衡モデルを提案

し，輸送費用の減少が都市システムに及ぼす影響を分析している．これらの一般均衡モデ

ルは，いずれも生産と消費の需給均衡に基づいて，市場均衡を記述している．さらに，交

通施設の整備による輸送費用の変化が，市場均衡に及ぼす影響をシミュレートすることに

より，交通施設の整備効果を分析することを目的とするものが多い．

しかし，中山間地という小地域を対象とした場合，財の需給関係を基盤とする一般均衡

分析を適用することには問題がある．中山間地では生産機能の集積が不十分であり，域内

の家計が消費する財やサービスの多くは，他の地域において生産されたものである．した

がって，家計が消費した財・サービスの対価の多くは，地域内で循環せずに，地域外に遺

漏する．また，地域内の林業や製造業が生産した財は，地域内で需要されずに地域外に移

出される．このため，地域内の需給関係により，市場均衡が成立しない場合が少なくない．

さらに，家計は，生活圏の中心都市で就業機会を獲得したり，中心都市に必要な財やサー

ビスの一部を獲得する．このため，賃金率や財・サービス価格は，過疎地域における需給

関係で決定されず，中心都市における労働市場との裁定条件や，財・サービス市場におけ

る競争関係によって規定される場合が少なくない．このため，通常の一般均衡モデルとは

異なる均衡条件を採用することが必要となる．筆者等が知る限り，中山間地という小地域

を対象として，裁定条件により市場均衡が決定される枠組みを持つような一般均衡モデル

に関する研究事例は見当たらない．

3.2.2 家計・企業複合体

過疎地域に数多く存在する兼業農家・兼業林家は，家計院を生産資源として雇用し，農

産物や木材を供給する生産単位であると同時に，農産物や農産物以外の商品を消費する消

費者家計でもある．過疎地域における兼業農家・林家の特殊性に着目した均衡モデルを取

り扱った研究事例はそれほど多くない．家事労働と家計外への労働供給を関連づける方法

として家計内生産理論15)Ä17)がある．これらの研究の特徴は消費技術という概念を用いて，

主婦による労働供給，家庭内分業等に対する需要形成の問題を解明する点にある．しかし，

生産物である消費財は家計員の需要を充足する場合に限られ，生産物が家計外に供給され

ることはない．一方，伝統的な企業・家計複合体理論18);19)では，家計外からの労働雇用，

家計外に対する生産物供給を供給している．この理論によれば，家計は生産単位として生

産物を家計外に供給すると同時に，消費者として労働力の提供を自ら決定する．すなわち，

家計は生産行動・消費行動を同時決定するのである．小林等22)は「生産・消費複合体」と

しての農業家計をモデル化し，農村過疎地域における生計維持可能性を検討しているが，

そこでは部分均衡分析の枠組にとどまっており，過疎地域経済全体の分析を行うためには，

個別家計をサブモデルとして包含する一般均衡モデルの構築が必要である，本研究では，
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支　出

企業 家計 地方政府 域外

生 企業 0 財販売 事業費 財移出

家計 0 0 0 農産物販売

産 地方政府 補助金 税金 交付税，公債 0

域外 0 0 0 0

配　分

企業 家計 地方政府 域外

生 企業 0 賃金所得 税金，補助金 0

家計 0 農業利潤 税金 0

産 地方政府 0 賃金所得 税金 0

域外 0 賃金所得 税金 0

　

図３　本研究における社会会計表の概念図

地方部における兼業農家である家計を，生産資源を雇用して商品を生産する資本制企業の

側面と生産資源を供給して商品を受容する消費者家計の側面とをともにもつ「企業・家計

複合体」23)としてモデル化する．その上で，地方部における経済を表現する一般均衡モデ

ルを定式化し，各種政策が雇用力の変化に及ぼす影響について分析する．

3.2.3 社会経済会計

通常の応用一般均衡分析は，産業連関表を基準データとして用いる場合が多い．都道府

県レベルにおける産業連関表は，国の産業連関表に準じて作成される．しかし，市町村レ

ベルでは，政令指定都市を除けば，地域産業連関表を作成している事例はほとんどない．

とりわけ，本研究で対象とする過疎地域では，産業連関表を作成するための十分なデータ

が存在していない．さらに，地域内の経済循環が十分ではなく，域内の需要・供給が域外

に遺漏する構造を有している．このため，域内産業連関を機軸とした一般均衡モデルを作

成することは困難である．一般に，地域における経済活動は，生産，支出，分配の三つの

面から把握できる．これらは全て等しくなるという原則のことを三面等価の原理，三面等

価の原則という．地域内で生産された財やサービスは必ず何かの用途に利用され生産と同

額の支出が行われる．生産で生まれた付加価値は，全て誰かに帰属しているため，賃金や

企業所得などに分配される．このため域内総生産は，企業などの生産活動の側から見ても，

家計の消費支出や企業の設備投資などの支出側から見ても同額になる．従って地域内総生

産と地域内総支出は等しくなると考えることができる．本研究では三面等価の原則の考え

方を用いて，中山間過疎地域における社会会計表を作成する．ここでは本研究が対象とし

ている社会経済範囲を明確にし，研究の全体像を俯瞰するために図ー１に社会会計表の概

念図を示している．
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表３－１　経済主体と主要な変数

勤労家計 兼業家計 老人家計　

財消費量 xa(z) xb(z) xc(z)

福祉消費量 ra rb rc

余暇時間 la lb lc

労働時間 t
w
a t

w
b t

w
c

兼業時間 Ä tub Ä

通勤交通時間 tsa tsb tsb
買物交通時間 ~tta ~ttb ~ttb

補助金 Ä ŝb Ä

年金支給額 ya yb yc

固定支払い va va va

表３－２　生産活動に関わる変数

移出産業 小売業 域内産業

(k = d; e; f) (k0 = h; i)

生産額 D̂k Dg D̂k0

雇用数 L̂k Lg L̂k0

法人税 Zmk Ä Ä

補助金 Ŝk Ä Ŝk0

3.2.4 一般均衡モデルの基本構造

生活都市圏を，中心都市と中山間地という２つ地域に分割しよう．中山間地の家計の就

業機会や買物機会は，生活圏の中心都市に依存している，中山間地に立地する家計を，１）

勤労家計，２）兼業家計，３）老人家計という３つのタイプに分類する．勤労家計とは，

中心都市もしくは域内に雇用機会有する家計であり，賃金所得により生計を立てている．

兼業家計は，賃金所得と同時に農業による兼業所得を獲得している家計であり，その行動

は企業・家計複合体として記述できる．老人家計は，労働所得を獲得せず，年金等の所得

移転により生計を立てている．いずれの家計も，中心都市および中山間地で財・サービス

を購入する．一方，中山間地には，農業，林業，製造業，小売業，建設業，福祉（医療・介

護）サービス業が立地している．これらの産業を移出産業（農業，林業，製造業），小売

業，域内産業（建設業，福祉サービス業）に分類する．このうち，移出産業は，規模に関

して収穫低減の生産技術を有しており，生産物を域外に移出している．一方，小売業，域

内産業はすべて規模に関して収穫一定の技術を有している．これらの業種は，生産した財・

サービスは，すべて域内で消費される．モデルの基本構造を明らかにするため，表３－１

に家計行動に関わる変数を，表３－２に生産活動に関連する変数を整理している．
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3.3 モデル

3.3.1 モデル化の前提条件

地方中核都市を中心とした生活圏に包含される過疎地域を考える．対象とする過疎地域

経済は smallであり，地域内での経済活動の変化は，生活圏全体の経済に影響を与えない．

労働力のみを生産要素とする静学経済を考え，資本を考慮しない．

域外における賃金率，小売財の価格は外生的に与えられている．域内には，３つのタイ

プの家計が存在する．第１に，農業に従事する時間を自ら選択するとともに，ある一定の

労働時間を賃金労働力として他企業へ提供する兼業家計 (家計数Na)である．後述するよ

うに，このタイプの家計は，家計・企業複合体としてモデル化する．第２は，労働時間は

外生的に決定されている勤労家計 (家計数Nb)である．勤労家計は域内もしくは域外の企

業に労働力を提供し，賃金を獲得する．域外に通勤する場合には，通勤費用（通勤時間）

が必要となる．第３に，労働を行わない老人家計 (家計数Nc)である．老人家計は年金所

得を収入源とする．域内には，移出産業（農業，林業，製造業），小売業，域内産業（建

設業，福祉サービス）という経済活動が存在する．このうち，移出産業は，労働投入に関

して収穫逓減の技術を持つ．生産物は域外に移出される．小売業が販売する財のタイプは

連続的に分布してうる．小売業は収穫一定の技術を持ち，それぞれの財ごとに完全競争市

場が成立する．家計の財の購入額は，財の種類により連続的に分布している．対象地域で

は，一定規模以上の収益をあげる財のみが，販売される．このため，対象地域内で販売さ

れる財のタイプが内生的に決定される．域内産業（建設業，福祉サービス業）は，いずれ

も労働投入量に関して収穫一定の技術を持つと仮定する．また，地方政府は，国からの所

得移転，税金，国からの補助金，起債，保険料による収入と，補助金，年金，賃金支払い，

消費財購入額等の支出をバランスさせる．中山間地の居住者には，域外と域内の雇用機会

が与えられる．なお，以下ではミクロな経済主体に対して定義される変数に関しては小文

字のアルファベット，マクロな集計量に対して定義される変数は大文字のアルファベット

を用いる．さらに，変数に用いてる記号「　」,「　̂」,「 ~　」は，それぞれ外生変数，地

方政府の政策変数，上位政府の政策に直接影響を受ける変数であることを意味する．

3.3.2 家計の行動モデル

対象地域に居住する家計数をNとする．家計数は与件とする．対象家計を，勤労家計，

兼業家計（兼業農家），老人家計に分類し，それぞれの家計数をNa, Nb, Ncとする．生活

圏全体では z 2 [0; 1]の財が利用可能であり，これらの財は域内で消費される．その内，財

z0 2 [0;ç)は，過疎地域内で購入することが可能であり，それ以外の財 z00 2 [ç; 1]は，中心

地で購入される．パラメータçは，中山間地で購入可能な臨界的な財のタイプを表すパラ

メータであり，市場均衡の結果として内生的に決定される．小売業が提供する財は連続的
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に分類されており，各財ごとに完全競争市場が成立している．タイプk (k = a; b; c)の代表

的家計の効用関数を，余暇時間に関する準線形型効用関数として以下のように定義する．

U(xk(z); lk) = êk

ö Z 1

0
å(z) lnxk(z)dz +éln rk

õ
lk (3.1)

ただし，xk(z)はタイプkの家計の財 zの消費量を，lkは余暇時間を表す．å(z)は，財 zの

消費シェアを表すパラメータであり，
R 1
0 å(z)dz +é= 1が成立する．すべての家計は同一

の消費シェアパラメータを有する．êkはパラメータである．また，rkは，福祉サービスの

消費量であり与件とする．一方，家計の時間制約式は

tk = lk + tuk + t
w
k + tsk + ttk (3.2)

として表される．ここに，tkは家計の賦存時間，tukは家計内労働時間（兼業家計のみに定

義され tua = tuc = 0となる），t
w
kは賃金労働時間，tsk; ~t

t
kは通勤，買物トリップに消費される

時間である．福祉サービスを消費する時間は，余暇時間に入れる．家計の時間制約式は，

家計構成員全体に対して定義される．

勤労家計 勤労家計は，域内もしくは域外の企業で勤務して獲得する労働賃金を獲得する．

労働時間は固定されており，自ら労働時間を選択できない．勤労家計の余暇時間は

~la = ta Ä t
w
a Ä tsa Ä ~tta (3.3)

に決定される．家計の所得制約は次式のように表される．
Z ç

0
p(z)xa(z)dz +

Z 1

ç
†1q(z)xa(z)dz + prra = (1Äúa)!t

w
a + ya Ä va (3.4)

と表される．ただし，p(z)は，財 z 2 [0;ç)の地域内価格，q(z)は中心都市のみで購入でき

る財 z 2 [ç; 1]の価格であり，買物のための交通費用がマークアップされた価格†1q(z)と

なる．ここに†1 > 1はマークアップ率である．また，prは福祉サービス価格，úaは所得税

率，yaは年金受取額，vaは地方政府への所得移転 (固定資産税，健康・介護・国民保険料）

を表す．勤労家計の効用最大化行動は

max
xa(z) (z2[0;1])

êa

ö Z 1

0
å(z) lnxa(z)dz +éln ra

õ
+ ~la

subject to式 (3:4) (3.5)

と表される．この問題より，勤労家計の消費財需要関数は

p(z)xÉa(z) = å(z)f(1Äúa)!t
w
a + ya Ä vag (z 2 [0;ç)) (3.6a)

†1q(z)xÉa(z) = å(z)f(1Äúa)!t
w
a + ya Ä vag (z 2 [ç; 1])

prr
É
a = éf(1Äúa)!t

w
a + ya Ä vag (3.6b)

となる．
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兼業家計モデル 兼業家計を企業・家計複合体として表現する．兼業家計の生産的側面を

モデル化する．生産技術は規模に関して収穫逓減であり，生産関数

Q(tub ) = ì(tub )
ã (3.7)

として表される．ここに，tubは家計内労働時間（兼業時間），ã;ìはパラメータである．生

産がもたらす利潤は

ô(tub ) = (pd Ä cd†2)Q(tub )Ä !t
u
b (3.8)

と表される．ここに，pdは農産物価格，cdは単位生産費用，†2(> 1)は輸送費用のマーク

アップ率，!は域内の賃金率である．兼業家計の生産所得はô+ !tubとして表される．家計

は，労働力の一部を賃金労働力として企業へ供給する．家計内生産に従事する時間の機会

費用を賃金率で評価する場合，ある一定の労働力を家計内生産から家計外就労に投入して

も，受け取る要素所得は変化せず，利潤のみが変化する．兼業家計が生産する農産物は全

て一旦域外へ販売すると仮定しよう．兼業家計の時間制約式は

tb = lb + twb + tub + tsb + ttb (3.9)

として表される．さらに，兼業家計が行政から受け取る補助金をŝbとすると，家計の所得

制約は次式のように表される．

Z ç

0
p(z)xb(z)dz +

Z 1

ç
f†1q(z)gxb(z)dz + prrb

= (1Äúb)!t(lb) + yb + sb + (1Äúd)ô(tub )Ä vb (3.10)

と表される．ただし，t(lb) = tb Ä lb Ä tsb Ä t
t
bは総労働時間 tub + twb である．1Äúdは農業利

潤に対する法人税である．兼業家計行動は，効用関数 (3.1)を，総所得制約 (3.10)の下で最

大化する問題として定式化できる．

max
xb(z) z2[0;1];lb

êb

ö Z 1

0
å(z) lnxb(z)dz +éln rb

õ

+lb (3.11)

subject to　式 (3:9)and式 (3:10)

１階の最適化条件より，兼業家計の消費財の需要関数は以下のように表される．

p(z)xÉb(z) = å(z)f(1Äúb)!t(lb) + yb + ŝb + (1Äúd)ôÉ(tuÉb )Ä vbg

(z 2 [ç; 1]) (3.12a)

†1q(z)xÉb(z) = å(z)f(1Äúb)!t(lb) + yb + ŝb + (1Äúd)ôÉ(tuÉb )Ä vbg

(z 2 [ç; 1]) (3.12b)

prr
É
b = éf(1Äúb)!t(lb) + yb + ŝb + (1Äúd)ôÉ(tuÉb )Ä vbg (3.12c)
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ここに，ôÉ(tuÉb ) = (pd Ä cd Ä†2)Q(tuÉb )Ä !tuÉb は兼業収入である．兼業時間は

(1Äúb)!t(lb) + yb + sb + (1Äúd)ô(tub )Ä vb
êb

= (1Äúb)! + (1Äúd)
@ô(tub )

@tub
(3.13)

を tubについて解いた解 tuÉb となる．

老人家計 老人家計は，年金ycのみを収入源とし，消費財，福祉サービスを消費する．老

人家計の行動は以下の効用最大化問題として表現できる．

max
xc(z)

êc

ö Z 1

0
å(z) lnxc(z)dz +érc

õ
+ lc

subject to
Z ç

0
p(z)xc(z)dz +

Z 1

ç
fq(z)(1 +†1)gxc(z)dz + prrc = yc Ä vc (3.14)

老人家計の余暇時間は

~lc = tc Ä t
t
c (3.15)

となる．また，消費財需要関数は

p(z)xÉc(z) = å(z)(yc Ä vc) (z 2 [0; ç)) (3.16a)

†1q(z)x
É
c(z) = å(z)(yc Ä vc) (z 2 [ç; 1]) (3.16b)

prr
É
c = é(yc Ä vc) (3.16c)

となる．

集計的関係 以上の代表的家計の行動を集計化し，地域全体で集計量を求めよう．勤労家

計数，兼業家計数，老人家計数をNa;Nb; Ncとすれば，地域全体における財 z (z 2 [0; 1])

の集計的消費額は

p(z)X(z) = å(z)Ç　 (z 2 [0;ç))　 (3.17a)

†1q(z)X(z) = å(z)Ç　 (z 2 [ç; 1])　 (3.17b)

prR = éÇ (3.17c)

と表される．ここに，X(z) =
P
k=a;b;cNkx

É
k(z)，R =

P
k=a;b;cNkprrkは集計的福祉サービ

ス消費額を表す．また，Çは，家計総所得であり，

Ç = ä + Öé+ Y Ä V + Ŝb (3.18)

と表される．ただし，ä =
P
k=a;b(1 Ä úk)!Nkt

w
kは地域総賃金所得（所得税控除後），

Öé = Nbôé(tuÉb )は，地域農業収入 (兼業家計），Y =
P
k=a;b;cNkykは年金支給総額，V =
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P
k=a;b;cNkvkは，家計から地方政府への所得移転総額，Ŝb = Nbŝbは農家家計への補助金額

である．家計による消費財の域内購入額O，域外購入額Oéは

O = â(ç)å(z)Ç (3.19a)

Oé= f1Äâ(ç)gÇ (3.19b)

と表せる．ただし，â(ç) =
R ç
0 å(z)dzは，域内における購入額シェアを表す．最後に，所

得税の支払い総額Z，及び兼業家計の法人税Zdbは

Z =
X

k=a;b

úk!Nkt
w
k (3.20a)

Zdb = údôé(tuÉb ) (3.20b)

と表せる．このうち，Z l = óZが地元自治体の税収入となり，(1Äó)Zが上位政府の税収

入となる．óは所得税のうち，地元自治体の収入となる割合である．

3.3.3 企業行動

中山間地に立地する経済活動として，農業 (d)，林業 (e)，製造業 (f)，小売業（一般サー

ビス業も含む）(g)，建設業 (h)，福祉サービス業 (i)，行政をとりあげる．記号は，それぞ

れの業種を表す添え字である．農・林業に関しては，兼業家計が主要な役割を果たしてい

るが，農地の集約化，建設業離職者の再雇用等により，企業形態を有する農林業事業者が

出現している．このような動向を踏まえ，兼業家計以外に農林業事業者をとりあげる．農・

林業，製造業は，主として移出産業であり，地域内の雇用機会を提供する．対象地域であ

る日南町をはじめとして，多くの中山間地では，これらの経済活動を核とした地域内経済

循環が形成されていない．これらの経済活動の立地に関しては不確実性が大きく，本研究

では政策的シナリオとして位置づける．小売業は，地域経済の重要な担い手であり，立地

数をモデルの中で内生的に決定する．移出産業を除き，いずれの業種も利潤ゼロで営業し

ており，これらの業種の法人税は考慮しない．

移出産業 農業d，林業 e，製造業fは，生産した財を域外に移出し，付加価値を獲得する．

移出産業の生産額は域内雇用機会を提供する．移出産業の生産量は，政策的シナリオとし

て取り扱う．のちに，４．（３）で政策シナリオについて議論することとし，ここでは農業，

林業，製造業の付加価値生産額を，D̂d; D̂e; D̂fと表す．記号　̂は，政策変数であることを

意味する．付加価値額は，雇用所得となる．各業種の雇用数Ld; Le; Lfは

Ld =
D̂d
!twd

; Le =
D̂e
!twe

; Lf =
D̂f
!twf

(3.21)

と表せる．ここに，t
w
k (k = d; e; f)は各移出産業における一人あたり年間労働時間であり，

外生的に与えられる．また，移出産業には地方政府からの補助金Ŝk; k = d; e; fが与えら
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れる．各産業の付加価値生産額と補助金額との関係を明示的に表すために，付加価値生産

額を，D̂d(Ŝd); D̂e(Ŝe); D̂f(Ŝf)と書き直す．

小売業 地域には単独の財 z (z 2 [0; 1])を販売する小売業 z (z 2 [0; 1])が立地している．

小売業の可変費用は一定であり，各財はそれぞれ完全競争市場を形成する．ただし，財 z

の販売チャンネルを維持するためには，地域全体として財 zに関する市場規模が一定程度

以上確保される必要があると仮定する．小売業 zの利潤は

Ö(z) = fp(z)Äò(z)(†2 + ù!)gX(z) (3.22)

と表される．ただし，ò(z)は仕入れ価格，†2ò(z)は輸送費を含めたマークアップ価格であ

る．，ùは小売財の仕入れ及び販売に必要な労働を表すパラメータであり，ù!は単位仕入れ

価格あたりに必要な労働賃金を意味する．利潤が正である限り，地域内市場に小売業の参

入が継続する．したがって，長期均衡において，財 z 2 [0; ç)に対して，財 zの市場均衡価

格は

p(z) = ò(z)(†2 +ù!) (3.23)

に決定される．仮定より，地域において財 zの市場が形成されるためには，

D(z) = p(z)X(z) ï D (3.24)

が成立しなければならない．この時，地域市場で販売される財の範囲を決定する臨界的パ

ラメータçは

p(ç)X(ç) = D (3.25)

を満足するようなçÉとして決定される．したがって，地域全体における小売業の雇用者

数は

Lg =
Z çÉ

0
ùò(z)X(z)dz (3.26)

と表される．また，域内の小売市場において，

O = Hg + !Lg (3.27)

が成立する．左辺は小売業販売額，右辺第1項は仕入れ総額 (域外に漏出）であり，Hg =
R 1
çÉò(z)X(z)dzと定義される．第2項は域内給与所得総額である．

一方，域外の小売財販売価格は仕入れ価格に労働を表すパラメータを用いてマークアッ

プした価格として表現される．すなわち

q(z) = ò(z)(1 +ù!) (3:28)

が成立する．
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域内産業 域内産業として，建設業h，福祉（医療，介護）サービス iをとりあげる．域

内産業は，可変費用一定の生産技術を有すると仮定する．建設業hは，行政の建設事業を

請負い付加価値を得る．中山間地において，民間建設工事は極めて小規模であり，土木事

業のみを対象とする．また，発注者として，地方自治体（市町村）のみをとりあげる．行

政が発注する建設事業費をD̂hとすれば，建設市場において，

(1Äöh)D̂h = !twh L̂h (3.29)

である．Rh = öhD̂hは，材料費等であり，域外に漏出する．t
w
hは建設業における年間労働

時間 (外生的)である．福祉サービス iは，行政から補助金Si，医療・介護保険補填Ei = ëR

（ëは保険金補填率）を受け取る．福祉サービス市場において

R + Ei + Si = Hi + !twi Li (3.30)

が成立する．ただし，Hiは福祉サービスの生産要素支払い（固定）であり，域外へ漏出す

ると考える．また，t
w
i は福祉サービス業における年間労働時間 (外生的)である．

3.3.4 地方政府

地方政府 sの活動は，単年度会計により表現される．地方政府の収入は，税収（地方税

Z l，法人税Zm），上位政府からの所得移転（地方交付税）( ~Zn)，家計からの所得移転（固

定資産税，健康・介護保険料)V，公債発行量B̂により構成される．税収額は以下の式を満

たす．

Z l = Naúa!t
w
a +Nbúb!(tuÉb + t

w
b ) (3.31a)

Zm = Nbú
dô(tuÉb ) (3.31b)

一方，支出は，公債費Ĉ，建設事業費D̂h，補助金Ŝ =
P
k=b;d;e;f;i Ŝk，医療介護保険補填Ei，

職員給与!L
s
，および域外からの購入額H

s
で構成される．地方政府の会計バランス式は

Z l + Zm + ~Zn + V + B̂ = Ĉ + D̂h + Ŝ + E
i
+ !L

s
+H

s
(3.32)

と表される．変数B̂; Ĉ; D̂h; Ŝは地方政府の政策変数，~Znは上位政府の政策パラメータ，V，

E
i
; L

s
; H

s
は固定的に決定される収入，支出であり与件とする．

3.3.5 市場均衡

中山間地経済は smallであり，居住者の雇用機会選択行動により，中心都市における賃

金率は影響を受けない．中心地の賃金率は外生的に!と与えられる．域内の賃金率は，中

心都市との裁定条件により，域外の賃金率と無差別となる水準に決定される．すなわち，

域内の賃金率は

!t
w
k = !(twk Ä t

s
k) (3.33)
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を満足する!として表される．ここにûは通勤費用である．ここで，ひとまず上位の政策

パラメータである交通費用パラメータ†1; †2; ûと上位政府からの所得移転（地方交付税等）

~Zrを与件としよう．賃金率が中心都市との裁定条件により決定される場合，中山間地の経

済を記述する内生変数は，地方政府の政策変数B̂; Ĉ; D̂h; Ŝと外生変数Ei; Ls;Hsを入力変

数として，図－２に示すように逐次決定されることになる．同図中の実線の矢印は正の効

果を，破線の矢印は負の効果をもたらすことを示している．

さらに，一人あたりの通勤交通時間 tskは外生的に与えられる域外への通勤時間~tsと，域

外へ通勤する労働人口との関係から，以下のように決定される．

X

k=a;b

Nkt
s
k =

0
@LÄ

X

k=a;b

Nk

1
A ~ts (3:34)

域内賃金率!を与件としたとき，中山間地の経済は

Z l + Ẑm + ~Zn + V + B̂ = Ĉ + D̂h + Ŝ + Ei + !L
s

+H
s

(3.35a)

O = â(ç)å(z)(ÇÄR) (3.35b)

p(ç)X(ç) = D (3.35c)

Ç = ä + ~ÖÉ+ Y Ä V + Ŝb (3.35d)

L =
X

k=d;e;f

L̂k + Lg +
X

k=h;i;j;s

L̂k + L
s

(3.35e)

Ŝ =
X

k=b;d;e;f;i

Ŝk (3.35f)

L î
X

k=a;b

Nk (3.35g)

!t
w
k = !(twk Ä tsk) (3.35h)

X

k=a;b

Nkt
s
k =

0
@LÄ

X

k=a;b

Nk

1
A ~ts (3.35i)

と表せる．ただし，式 (3.35a)-(3.35i)は，それぞれ地方政府の財政バランス，地域内小売

業販売額，小売業立地均衡，地域所得，地域雇用，補助金，雇用バランス，労働市場均衡

式，一人あたり通勤時間を定義している．さらに，域内外でのバランス式は，

Z 1

ç
†1q(z)X(z)dz +

Z ç

0
†2ò(z)dz +öHD̂h +H i + Ĉ + ~T s

= D̂d + D̂e + D̂f + ~Zn + B̂ (3.36)

と書ける．左辺は第一項からそれぞれ，買い物交通費用，域内販売小売財の仕入れ費用，

建設業の材料費，福祉サービスの生産要素支払，公債費，総通勤費用 ~T s =
P
k=a;bNkt

s
kを

表している．一方右辺は第一項から順に，農業，林業，製造業の付加価値生産額，上位政

府からの地方交付税，公債発行量を表している．
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表３－３（１）　経済会計表
支　出

企業 勤労家計 兼業家計 老人家計

移出産業

小売業 Na

R ç
0
p(z)xa(z)dz Nb

R ç
0
p(z)xb(z)dz Nc

R ç
0
p(z)xc(z)dz

生 域内産業 Naprra Nbprrb Ncprrc
勤労家計

兼業家計

産 老人家計

Nbfvb + óbúb!(t
w
b + tu

b
)

地方政府 Na(va + óaúa!t
w
a ) +údô(t

u
b
)g

Ncvc

Na

nR 1
ç
q(z)†1xa(z)dz Nb

nR 1
ç
q(z)†1xb(z)dz

域外

+(1 Ä óa)úa!t
w
a

o
+cd†2Q(t

uÉ
b
) + (1 Ä ób)úb!(t

w
b + tu

b
)

o Nc

R 1
ç
q(z)†1xc(z)dz

Na

nR ç
0
p(z)xa(z)dz Nb

nR ç
0
p(z)xb(z)dz + údô(t

u
b
) Nc

nR ç
0
p(z)xc(z)dz

合計 +
R 1
ç
q(z)(1 + †1)xa(z)dz +

R 1
ç
q(z)†1xb(z)dz +

R 1
ç
q(z)†1xc(z)dz

+prra + va + úa!t
w
a

o
+prrb + vb + úb!(t

w
b + tu

b
) + cd†2Q(t

uÉ
b
)

o
+prrc + vc

o

表３－３（２）　経済会計表 つづき
支　出

地方政府 域外 合計

移出産業 D̂d + D̂e + D̂f D̂d + D̂e + D̂f

小売業
R ç
0
p(z)X(z)dz

生 域内産業 D̂h + Ei + Si R+ D̂h + Ei + Si
勤労家計

兼業家計 Nbp
dQ(tuÉ

b
) Nbp

dQ(tuÉ
b
)

産 老人家計

地方政府 B̂ + ~Zn V + Zl + Zd
b
+ B̂ + ~Zn 　

域外 Ĉ +H
s

R 1
ç
q(z)†1X(z)dz + (1 Ä ó)Z + Ĉ +H

s
+ cd†2Q(t

uÉ
b
)

合計 D̂d + D̂e + D̂f + D̂h +Ei + Si + Ĉ +H
s

Nbp
dQ(tuÉ

b
) + B̂ + ~Zn

表３－４　経済会計表 その２
配　分

移出産業 小売業 域内産業 勤労家計 兼業家計 老人家計 地方政府 域外 合計

移出産業 * * !(Ld + Le + Lf )

小売業 * * ò(z)†2X(z)
R ç
0
!Lg + ò(z)†2X(z)dz

生 !(Lh + Li)域内産業 * * öhD̂h +Hi +öhD̂h +Hi
勤労家計

兼業家計

産 老人家計

D̂h +Ei D̂h +Ei + Si + Y地方政府
+Si

Naya + É Nb(yb + ŝb) + É Ncyc Ĉ +H
s

+Ŝb + !L
s
+ Ĉ +H

s

D̂d + D̂e D̂d + D̂e + D̂f
域外

+D̂f
pdQ(tuÉ

b
) B̂ + ~Zn

+pdQ(tuÉ
b
) + B̂ + ~Zn

D̂d + D̂e D̂h +Ei ò(z)†2X(z)
合計

+D̂f +Si
Na(!t

w
a + ya) Nb(!t

w
b + yb) Ncyc B̂ + ~Zn

+Ĉ +H
s

注：表中*は賃金収入（労働支出）であり，その値が一意に決まらないことを示している．
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表３－５　時間会計表

賃金労働 兼業労働 余暇 通勤 買物 合計

勤労家計 twa { la tsa ~tta ta

兼業家計 twb tub lb tsb ~ttb tb

老人家計 { { lc { ttc tc

さらに，均衡における各経済主体の間接効用は

V (xÉa(z); l
É
a) = êa

"Z 1

0
å(z) ln

å(z)

ò(z)
dz +éln

é

pr
Ä ln(†2 +ù!)

Z çÉ

0
å(z)dz Äù!

Z 1

çÉ
å(z)dz

#

+ ta Ä twa Ä t
s
a Ä ~tta (3.37a)

V (xÉb(z); l
É
b ) = êb

"Z 1

0
å(z) ln

å(z)

ò(z)
dz +éln

é

pr
Ä ln(†2 +ù!)

Z çÉ

0
å(z)dz Äù!

Z 1

çÉ
å(z)dz

#

+ tb Ä twb Ä tsb Ä ~ttb Ä t
uÉ
b (3.37b)

V (xÉc(z); l
É
c ) = êa

"Z 1

0
å(z) ln

å(z)

ò(z)
dz +éln

é

pr
Ä ln(†2 +ù!)

Z çÉ

0
å(z)dz Äù!

Z 1

çÉ
å(z)dz

#

+ tc Ä ~ttc (3.37c)

となる．ここに，一般化所得 ik (k = a; b; c)は以下のように表される．

ia = (1Äúa)!t
w
a + ya Ä va (3.38a)

ib = (1Äúb)!t(lb) + yb + sb + (1Äúd)ôÉ(tuÉb )Ä vb (3.38b)

ic = yc Ä vc (3.38c)

ここに，tuÉb は式 (3.13)の解として定義される．

これまでに定式化したモデルをもとに，社会・経済会計表を作成しよう．三面等価の法則に

基づき，生産と消費との関係，生産と配分との関係を表す表をそれぞれ表３－３，表３－４

に示す．ここに，各産業における勤労時間は同一であるとし，t
w
k = tw (k =; e; f; g; h; i; s; o)

とおく．添え字oは域外の雇用であることを表している．また，時間会計を表３－５に示す．

3.4 結言

本章では，過疎地域を対象とした社会経済モデルを構築した．通常過疎地域においては

域外における財の消費の方が多く，まちとしての体制を維持するためにはバランスをとる

ために域外からの移入をどのように増やしていくかが重要な課題となる．この目的を分析

するために，特に消費面に着目した分析を行うための基礎モデルを提案した．第４章にお

いては，本章に述べたモデルを用いて，鳥取県日南町を対象に，複数のシナリオを与え数

値計算を行い，その結果について考察する．
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4 日南町における社会経済分析

4.1 緒言

本章では，各種統計を用いて鳥取県日南町の社会経済分析を行う．それにあたり，３章

で示した過疎地域を対象とした社会経済モデルを用いて社会経済会計表の数値計算を４．

２節以降で行う．まず，４．２．１項で基本とするケースで与えた外生変数とパラメータ

の値と外生変数値の根拠を明示し，さらに計算結果の分析を行う．４．２．２項以降では，

複数の政策変数のもとでの数値計算を行う．そこで得られた結果を用いて，日南町におけ

る社会経済の考察を行う．最後に４．３節で本章をまとめるとともに，課題を述べ本章に

よって得られた成果を示唆するものとする．なお，本章においては，2000年度の推計を行

うため，推計データではなく，統計データをはじめ，各種資料を用いる．

4.2 日南町会計への適用

３章で述べた社会経済モデルの挙動を確認するために，過疎地域にある地方自治体の財

政データを用いて数値計算を行おう．対象は鳥取県日野郡日南町とする．同町は2005年で

人口 6112人，高齢化率が44.90%であり，全国平均20.04(%)を大きく上回っている．農業

(兼業)及び林業を今後の町の基幹産業として育てるべく，「30年後の日南町の姿プロジェク

ト」を立ち上げて全町的に検討しているところである．

4.2.1 基本ケース

計算にあたって各種外生変数，ならびにパラメータの値を表４－６のように与える（以

降，基本ケースと呼ぼう）．このうち， ~Zn; V ; B̂; Ĉ; D̂h; Ŝ; E
i
;H

s
については鳥取県日南町

が公表している鳥取県日南町決算書における一般会計と8つの特別会計の値を足し合わせ

たものに基づいている．基本ケースの各種結果は表４－７にまとめられる．これより，日

南町の経済においては，域外とのやりとりが約1/3を占めており域内での産業間のやりと

りはほとんどないものであることが見て取れる．さらに，各タイプの家計の時間配分は表

４－９にまとめられる．このように，兼業家計は，賃金労働時間のほぼ半分の時間を兼業

労働に費やしており，3タイプの家計の中で余暇時間が最も少ないことが分かる．

4.2.2 政策変数の変化による感度分析

交通整備 次に，各種政策が町の経済に及ぼす影響について見るために，政策変数に関す

る比較静学分析を行おう．図４は各種政策変数がもたらす影響について図示したものであ

る．同図中の実線の矢印は正の効果を，破線の矢印は負の効果をもたらすことを示してい

る．中央政府により域外との交通整備が実施されて交通費洋画が減少すると，域内家計の

実質所得が増加するとともに域内への小売業の立地が進む．その結果家計は小売財購入の

ための域外交通費用が減少して余暇に費やせる時間が増加するとともに，小売財の購入量
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実質所得

小売業立地γ*

小売財購入額 ( ) ( )*

k
p z x z

余暇時間lk

間接効用水準V
建設事業費 ˆhD

地方税Zl

建設業雇用Lh

交通費用

実線 正の効果
破線 負の効果

農業補助金 ˆ
b
S

農家の実質所得

福祉補助金 ˆ
iS 福祉雇用 Li

図４　比較静学分析

も増加する．この二つの効果により家計の間接効用水準も増加することとなる．表４－９，

表４－１０には域外への交通時間~ts; ~ttk (k = a; b; c)ならびに交通費用†1 Ä 1; †2 Ä 1が基

本ケースに比べて20%減少した場合の各種結果を示している．交通整備が行なわれ，交通

時間が削減すれば式 (3.33)により域内家計の賃金率が上がる．したがって，勤労家計と兼

業家計の賃金収入が増加し，域内・域外の小売業と福祉サービス業に対する需要が増えて

いる．また，兼業家計の兼業労働時間が減少し，交通時間・買物時間が削減されることに

よって，兼業家計の余暇時間が増え家計の効用は増大している．

補助金増大施策 一方，地方政府は各種補助金施策を通じて生きない家計厚生の改善を図

る．補助金の変化が地域経済にもたらす影響も図４にまとめられる．ただし，ここでは補

助金による地方政府の支出の変化は，バランス式 (3.32)を満たすようにすべて公債発行量

~Bを変化させると仮定しよう．公債費，地方交付税などの他の費目は固定されているとす

る．福祉サービスならびに建設業への補助金の増加は当該部門で働く労働力の増加をもた

らし，その結果域内雇用が増加して従来域外へ通勤していた家計が域内通勤へとスイッチ

する．その結果家計が利用できる時間が増加して余暇及び兼業労働に費やすことの出来る

時間が増加する．その一方で各種補助金は間接効用の値には影響を及ぼさない．間接効用

水準の増加を通じて域内の構成水準を増加させるためには，域外との交通施設整備が必要

不可欠であることが見て取れる．

林業生産量の増大 移出産業の生産量を変化させたときの影響を見よう．地方政府の政策

として林業の生産量を増加させてみよう．地方政府の林業に対する補助金額が増え，また

林業事業主が納める法人税額が増大する．また，雇用量が増大することによって域外通勤

者の一部を域内で雇用することが可能になることが分かる．このことにより，兼業家計・
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勤労家計の通勤時間が減り余暇時間が増大するため，効用が増大する．

超高齢化社会 最後に，超高齢化社会を想定して，人口減少し高齢化率が下がった場合を

考えよう．総人口が1/2に減少し，高齢化率が30%となった場合を考える．地方政府の歳

入出もすべて1/2になったとする．その場合の，時間会計表を表４－１１に示した．域内

経済が全体的に縮小するため，域内産業の雇用量が減り，域内に居住する勤労家計・兼業

家計は域外通勤することが多くなる．よって通勤時間が増え余暇時間が減ることにより家

計の効用は下がることが分かる．

4.3 結言

本章では，第３章で構築した社会経済モデルを用いて，外生変数を設定しパラメータを

求め，2000年度における日南町の社会経済会計表と時間会計表を作成した．さらに，基本

パターンに加え交通基盤整備を行った場合，補助金を増大する施策をとった場合，移出産

業の１つである林業生産量を増大させた場合，人口減少し高齢化率が下がった超高齢化社

会を想定した場合の5つのパターンを想定して数値計算を行った．このことによって，各

種政策が家計の時間配分や賃金，さらには効用に対する挙動を把握することができた．さ

らに，雇用量の変化を見ることによって域内就労する労働人口の変化を確認することがで

きた．
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表４－６　外生変数とパラメータの値

家計の収入に関する外生変数

年金受取額 (勤労家計) ya 76.9 万円

年金受取額 (兼業家計) yb 83.0 万円

年金受取額 (老人家計) yc 232.9 万円

兼業家計補助金 sb 30.0 万円

域外賃金 ! 2,085 円/時

家計の支出に関する外生変数

地方政府への所得移転/人 vk 18.9 万円

所得税率（勤労家計） úa 0.62 %

所得税率（兼業家計） úb 0.50 %

法人税率（兼業家計） úd 1.00 %

福祉サービス価格 pr 1,000 円

農産物価格 pd 500 円

単位生産費用 cd 150 円

家計の時間に関する外生変数（一日あたり）

勤労時間/人 t
w
k 8時間×5日/週

通勤時間/家計 ~ts 2時間/1往復×5日/週

買物時間/家計 ttk 2時間/1往復×1日/週

企業に関する外生変数

農業付加価値生産額 D̂d 109 千万円

林業付加価値生産額 D̂e 15 千万円

製造業付加価値生産額 D̂f 156 千万円

小売業参入最低生産額 D 5 百万円

建設業材料比率 öh 1.56 %

福祉サービス生産要素支払 Hi 800 千万円

福祉サービス業補助金 Si 1 千万円

地方政府の収支に関する外生変数

上位政府からの所得移転 ~Zn 60.53 億円

公債発行量 ~B 23.85 億円

公債費 ~C 11.95 億円

建設事業費 ~Dh 51.79 億円

補助金 ~S 0.33 億円

医療介護保険補填 Ei 11.93 億円

域外からの購入額 H
s

11.84 億円

職員数 Ls 106 人

パラメータ

ê 2000

é 0.10

ì 70

ã 0.70

å(z) -1.6 z + 1.7

ù 0.000013

ò(z) 1000

†1 1.10

†2 1.10

ó 0.50
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表４－７（１）　経済会計表(基本ケース)
支出

勤労家計 兼業家計 老人家計 企業 地方政府 域外 合計

a b c j k

勤労家計 a 0

兼業家計 b 14,508,487,798 14,508,487,798

老人家計 c 0

農業 d 1,094,233,303 1,094,233,303

生産
林業 e 149,041,682 149,041,682

製造業 f 1,561,276,389 1,561,276,389

小売業 g 2,691,786,075 17,770,314,516 928,699,378 21,390,799,969

建設業 h 5,191,012,427 5,191,012,427

福祉サービス業 i 333,097,015 2,199,000,427 114,922,576 2,653,524,121 5,300,544,140

地方政府 j 297,372,345 960,550,115 101,697,347 8,437,710,502 9,797,330,309

域外 k 313,707,191 6,839,693,653 105,603,810 2,378,891,911 9,637,896,565

合計 3,635,962,627 27,769,558,710 1,250,923,112 0 13,027,979,832 22,946,198,300 68,630,622,582

表４－７（２）　経済会計表(基本ケース)その２
配分

勤労家計 兼業家計 老人家計 農業 林業 製造業

a b c d e f

勤労家計 a

兼業家計 b

老人家計 c

農業 d 1,091,597,836

生産
林業 e 148,682,714

製造業 f 1,557,516,046

小売業 g 3,103,589,093

建設業 h 5,097,898,302

福祉サービス業 i 1,271,074,168

地方政府 j 1,473,710,679 6,200,773,438 1,250,923,112

域外 k 3,134,260 1,091,597,836 148,682,714 1,557,516,046

合計 19,947,976,537 1,250,923,112 1,091,597,836 148,682,714 1,557,516,046

表４－７（３）　経済会計表(基本ケース)その２　つづき
配分

小売業 建設業 "福祉サービス業" 地方政府 域外 合計

g h i j k

勤労家計 a 0

兼業家計 b 0

老人家計 c 0

農業 d 1,091,597,836

生産
林業 e 148,682,714

製造業 f 1,557,516,046

小売業 g 3,048,167,859 6,151,756,952

建設業 h 80,611,544 5,178,509,846

福祉サービス業 i 8,000,000,000 9,271,074,168

地方政府 j 5,178,509,846 2,653,524,121 2,378,891,911 19,136,333,108

域外 k 8,437,710,502 11,238,641,358

合計 0 5,178,509,846 2,653,524,121 8,437,710,502 13,507,671,314 53,774,112,028

表４－８　時間会計表（基本ケース）
賃金労働 兼業労働 余暇 通勤 買物 合計

勤労家計 1,028 - 7,371 257 104 8,760

兼業家計 1,109 615 6,654 277 104 8,760

老人家計 - - 8,656 - 104 8,760
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表４－９（１）　経済会計表(交通整備後)
支出

勤労家計 兼業家計 老人家計
企業

地方政府 域外
合計

a b c j k

勤労家計 a 0

兼業家計 b 14,194,431,827 14,194,431,827

老人家計 c 0

農業 d 1,094,233,303 1,094,233,303

生産
林業 e 149,041,682 149,041,682

製造業 f 1,561,276,389 1,561,276,389

小売業 g 2,838,170,230 18,190,167,279 933,262,835 21,961,600,344

建設業 h 5,191,012,427 5,191,012,427

福祉サービス業 i 349,494,079 2,239,948,718 114,922,576 2,710,869,477 5,415,234,850

地方政府 j 297,372,345 959,506,798 101,697,347 8,437,710,502 9,796,286,992

域外 k 314,896,612 6,601,285,403 101,040,353 2,378,891,911 9,396,114,280

合計 3,799,933,267 27,990,908,198 1,250,923,112 0 13,085,325,188 22,632,142,329 68,759,232,093

表４－９（２）　経済会計表(交通整備後)　その２
配分

勤労家計 兼業家計 老人家計 農業 林業 製造業

a b c d e f

勤労家計 a

兼業家計 b

老人家計 c

農業 d 1,091,597,836

生産
林業 e 148,682,714

製造業 f 1,557,516,046

小売業 g 3,103,589,093

建設業 h 5,097,898,302

福祉サービス業 i 1,471,782,911

地方政府 j 1,473,710,679 6,200,773,438 1,250,923,112

域外 k 3,066,414 1,091,597,836 148,682,714 1,557,516,046

合計 20,148,617,434 1,250,923,112 1,091,597,836 148,682,714 1,557,516,046

表４－９（３）　経済会計表(交通整備後)　その２つづき
配分

小売業 建設業 "福祉サービス業" 地方政府 域外 合計

g h i j k

勤労家計 a 0

兼業家計 b 0

老人家計 c 0

農業 d 1,091,597,836

生産
林業 e 148,682,714

製造業 f 1,557,516,046

小売業 g 3,047,160,200 6,150,749,293

建設業 h 80,611,544 5,178,509,846

福祉サービス業 i 8,000,000,000 9,471,782,911

地方政府 j 5,178,509,846 2,710,869,477 2,378,891,911 19,193,678,463

域外 k 8,437,710,502 11,238,573,513

合計 0 5,178,509,846 2,710,869,477 8,437,710,502 13,506,663,655 54,031,090,622

表４－１０　時間会計表(交通整備後)
賃金労働 兼業労働 余暇 通勤 買物 合計

勤労家計 1,028 - 7,443 206 83 8,760

兼業家計 1,109 596 6,750 222 83 8,760

老人家計 - - 8,677 - 83 8,760

表４－１１　時間会計表(超高齢化社会)
賃金労働 兼業労働 余暇 通勤 買物 合計

勤労家計 1,167 - 7,196 292 104 8,760

兼業家計 1,274 565 6,498 318 104 8,760

老人家計 - - 8,656 - 104 8,760
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5 結論

本研究は，過疎地域において，健全で持続可能な自治体運営を行っていくために，財政

のみならず地域の経済について把握をするため，一般均衡モデルを用いて，兼業農家 (林

家)家計を家計・企業複合体として定式化し，主に消費面に着目した過疎地域における社

会経済モデルを提案した．そこで，地域内に存在する経済主体のやりとりを表す社会経済

会計表と家計の持つ時間配分を表す時間会計表を提案した．さらに，貸借対照表も包含す

る財政シミュレーションと，社会経済モデルを連動させることで，地方自治体の政策によ

る地域経済や住民生活の状況を考察した．

まず，第１章では，序論と称し，過疎地域における財政難や市町村レベルの産業関連票

の不足問題についてに触れ，過疎地域における，さらにはパブリックセクターの改革動向

を述べることで，本論文を著すに至る動機や社会的情勢を述べることで，本論文の意義を

明確にした．

第２章では，過疎地における財政シミュレーションの方法を提示し，実際に適用事例と

して鳥取県日南町のデータを用いて３０年間の財政シミュレーションを行い，日南町にお

ける経済持続性の検討を行った．その上で，過疎が進む鳥取県日南町を対象に各種統計を

用いて行った計算結果では，インフラ資産を形作る建設事業費の違いによる長期的なス

トック額の違いを比較した．結果によれば，建設事業に対して新規投資を行わないことで，

財政健全度は向上するが，インフラ資産の減耗は免れない．またその中で削減をしながら，

インフラ投資を行っていくことで財政健全度は向上しつつ，インフラ資産のサービス水準

も保たれることが分かった．

第３章では，過疎地域を対象とした一般均衡モデルを構築した．通常過疎地域において

は域外における財の消費の方が多く，まちとしての体制を維持するためにはバランスをと

るために域外からの移入をどのように増やしていくかが重要な課題となる．この目的を分

析するために，特に消費面に着目した分析を行うための基礎モデルを提案した．

第４章では，第３章で構築した社会経済モデルを用いて，外生変数を設定しパラメータ

を求め，2000年度における日南町の社会経済会計表と時間会計表を作成した．さらに，基

本パターンに加え交通基盤整備を行った場合，補助金を増大する施策をとった場合，移出

産業の１つである林業生産量を増大させた場合，人口減少し高齢化率が下がった超高齢化

社会を想定した場合の5つのパターンを想定して数値計算を行った．このことによって，

各種政策が家計の時間配分や賃金，さらには効用に対する挙動を把握することができた．

さらに，雇用量の変化を見ることによって域内就労する労働人口の変化を確認することが

できた．

本章の以後の部分では，改めて本論文の内容を概観し，その今後課題と展望を述べるこ

とで，本論文を結ぶこととしよう．歳入縮小が進む，過疎地域における自治体において，
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財政シミュレーションの必要性は十分にあることは明らかである．しかしながら，財政に

関する意思決定には，家計や企業等，他の経済主体も多く存在することより，町の財政の

みの把握にとどまる財政シミュレーションだけでは，町全体の経済を掌握することができ

ない．そのため，複数の経済主体の活動を考慮した社会経済会計表の作成は有意義である

と言えるだろう．しかしながら，市町村レベルの地方自治体においては，統計データの不

足等の理由により，社会経済会計表は存在していなかった．したがって，財政シミュレー

ションと一般均衡モデルを用いた市町村レベルの社会経済会計表の作成を連動させたこと

が，本論文の結論であると言えよう．加えて，本研究によって提供される時間会計表が，

貨幣価値のみではない生活実態を示す，家計の持つ時間を捉えることを可能にしているこ

とも本研究の成果と言える．

一方で，本論文を通じては，改めて熟考すべき課題がいくつか挙げられる．第１に，経

済主体の保有するストックに関わる点である．本論文で提案した過疎地域を対象とした社

会経済モデルは，キャッシュフローのみに特化したのものであり，ある会計年度における

経済主体の活動を推計している．そのため，社会経済会計表・および時間会計表は，将来

推計を行うことができない．地方政府・家計・企業等が保有する資産も考慮に入れ，投資

や貯蓄なども考慮することで，会計年度間のつながりを持たせることが重要であることは

否めない．

第２に，社会経済モデルにおける政策変数が，今は域内外の１回あたりの移動費用とし

て計算しているが，そのため限定的な分析しか行えない点である．財政の健全化のために

とりうる施策は，複数あることが望ましい．したがって，例えば，本論文では外生的に与

えた建設事業費を政策変数に加えるなど，多様な政策意思決定を検討するために，政策変

数を増やす必要があるだろう．

さらに，今後本モデルを拡張して様々な分析に活用できる．第一に，本研究では総人口

が一定であると仮定していたが，自治体の財政支出を通じて域内雇用が十分増加すれば域

外から新たな家計を域内へ呼び込むことが出来る．また域内におけるソーシャルキャピタ

ルが高まれば域内居住の魅力が増加し，域内人口の増加へつながる可能性を否定できない．

これらの分析のためには，域内人口が可変であるモデルへの拡張が必要となる．

最後に，本研究は過疎地域を対象としており，できる限り入手しやすい統計に基づいて

社会経済会計表を作成できるようにしたが，各種値の推計方法に関して，更なる議論が必

要となるだろう．統計値の不足から，家計数や人口で按分せざるを得ない項目が存在した

が，今後はその有効性も含めて議論する必要がある．

以上，危機的な状況にある過疎地域に携わる人々が真摯にその活性化につとめる時節に，

本論文がその一助となれば幸甚である．
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